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１．主催者挨拶 

公益財団法人ＳＯＭＰＯ福祉財団 

専務理事 齋藤 仁 

 

 皆さん、こんにちは。SOMPO福祉財団の齋藤でございます。本日はご多忙のところ、ま

た大変な酷暑の中、SOMPO福祉財団賞記念講演会、またシンポジウムにご参加いただき、

まことにありがとうございます。それでは開会に当たりまして一言ご挨拶申し上げます。 

 本会の開催に当たりましては、厚生労働省、日本社会福祉学会、日本社会福祉系学会連

合、日本ソーシャルワーク教育学校連盟、日本地域福祉学会の皆様にご後援をいただいて

おります。ご協力をいただきました多くの皆様へ厚く御礼申し上げます。 

 当財団は1977年に設立され、今年で47年目を迎えることができました。設立当初より我

が国の福祉及び文化の向上に資することを目的といたしましてNPO等への自動車購入費等

の活動団体の事業活動に対する助成事業、また社会福祉やジェロントロジー学に関する先

進的な研究に対する研究助成事業、そしてこのSOMPO福祉財団賞と大きく三つの事業を中

心に展開してまいりました。 

 当財団の活動の概要につきましては本日の資料にも掲載されておりますので後ほど御覧

いただければありがたく存じます。 

 さて、我が国におきましては2023年度の出生率は1.20で過去最低を更新し、8年連続の

減少となったことの発表がございました。社会福祉の需要が増加している中で人口減少と

少子高齢化の複合に加え、社会情勢、経済情勢の劇的な変化により、従来の制度、分野の

枠に当てはまらない、複雑化、複合化した課題が浮き彫りになっております。 

 SOMPO福祉財団賞は我が国の社会福祉分野のすぐれた学術文献を表彰し、あわせて研究

費の助成を行うことを通じて優秀な研究者の育成及び学術的なレベルの向上に資すること

を目的として1999年の発足から今回で第25回目となりました。 

 2023年度SOMPO福祉財団賞の選考に当たりましては、東洋大学大学院社会福祉学研究科

特任教授秋元美世先生を審査委員長としました我が国の社会福祉分野を代表する6名の審

査委員によりまして約4か月にわたる厳正な審査が行われました。審査委員の皆様にはこ

の場をおかりし、厚く御礼申し上げます。 

 そして、厳正な選考を経まして、2023年度、丹波史紀様が見事受賞者の栄に浴されまし

た。丹波さんの今後のさらなるご活躍を期待しております。 
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 本日は、初めに丹波さんに受賞記念講演を行っていただき、続いて丹波さんの著賞のキ

ーワードであります「複線型復興」をテーマにしましたシンポジウムを開催させていただ

きます。 

 今回、シンポジウムのパネリストをお務めいただく方々は、現場を起点にそれぞれの分

野におかれまして介護福祉士分野における課題に向き合い、惜しみない研究、努力を継続

されておられる3名の方、岩手県下閉伊郡山田町社会福祉協議会地域福祉係長伊藤美子さ

ん、文教大学人間科学部准教授大島隆代さん、華頂短期大学幼児教育学科教授武田康晴さ

ん、そして丹波さんにご登場をいただきます。 

 シンポジウムのコーディネーターを、財団賞の審査委員長である秋元美世さん、同じく

選考委員を務めていただきました東北福祉大学副学長・教授大島巌さんにお願いしまして、

大規模災害を、ソーシャルワーク、複線型復興への可能性をテーマにご議論いただきたい

と思います。ご参加を快くお引き受けいただきましたパネリストの皆様には、ご多忙の中、

貴重な時間をいただきましてまことにありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

 本日の講演会とシンポジウムの内容が、皆様の日ごろの研究や実務の面、また実生活の

中でもお役に立てれば幸いでございます。 

 最後になりましたが、日ごろより当財団活動にご指導、ご支援、ご協力をいただいてお

ります皆様に心から感謝を申し上げ、開会の挨拶とさせていただきます。本日はありがと

うございます。よろしくお願いいたします。 
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２．審査委員挨拶 

ＳＯＭＰＯ福祉財団賞 

審査委員長 秋元 美世 

 

 秋元です。審査講評についてはお手元の資料の5ページにあります。審査の経過につい

て少しご紹介させていただきたいと思います。本財団賞に関しましては、毎年度、4月1日

から翌年の3月末日までに出版された福祉関係の著書の中から日本社会福祉学会を初めと

する福祉関係の学会の関係者から推薦をいただき、それを踏まえまして受賞作を選考して

まいりました。 

 2023年度に関しては昨年の9月に第1回の審査委員会を開きまして、その中で9編に文献

を絞り込み、選定いたしました。その上でさらに審査を進めまして、10月に2次審査、第2

回目の審査を行い、そこでさらに三つの文献に絞り込み、最終的に12月に第3次審査を行

いまして、その中で丹波史紀氏の『原子力災害からの複線型復興』という著書を財団賞と

して受賞作と決定させていただきました。 

 つい最近の豪雨災害を初めとして、日本に住んでいるといつどこで災害に遭うかわから

ない状況というものが今現在あります。そうした中で、改めて災害を受けた後にどういっ

た復興、生活再建があるのかということはきわめて重要な課題になっているのだろうと思

います。今日はそういった問題について皆さん方と一緒に考えていきたいと考えておりま

す。簡単ですが、以上です。 
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３．記念講演録 

『原子力災害からの複線型復興－被災者の生活再建への道』 

 

                  立命館大学産業社会学部教授  丹波 史紀 

 

 皆さん、こんにちは。立命館大学の丹波と申します。よろしくお願いいたします。 

 今回、SOMPO福祉財団の第25回の賞を賜りまして、関係する皆さんに改めてお礼を申し

上げたいと思います。ありがとうございます。 

 今日は受賞した著書の要旨を含めてお話をしますが、先ほど司会からお話がありました

ように、冊子になっている資料に項目のレジュメを入れておきました。さらに今日利用す

るパワーポイントの発表資料も少し追加で入れさせていただきましたが、見ていただくと

わかるように50ページほどありますので、これを30分という限られた時間でしゃべると1

枚を30秒くらいでしゃべらないと間に合わないということで、大幅に省略してお話しした

いと思います。追加のパワーポイントの資料につきましては、詳しく御覧になっていただ

いたり、あるいはこの後のパネルディスカッションの際に活用させていただくことがあれ

ば使わせていただこうかと思っております。 

 今日は三つの構成でお話をしたいと思っております。まず一つは複線型復興という今回

テーマとしている災害時における生活再建をどう考えるかということ、なぜ複線型復興と

いうことを提起したのかということが一つ目です。 

 もう一つは、先ほどもお話がありましたように、日本はこの間も含めて災害が多く発生

しております。御承知のように1月には能登半島の地震もありまして、何らかの形で災害

の影響を受けたり見舞われたりすることがありますが、今回の複線型復興は、東日本大震

災、それから原子力災害を通じて提起をさせていただきましたが、その後の災害への教訓

になるように提起をしたつもりですけれども、果たしてそれが例えば能登の地震の際にど

う生かされていたのか、あるいは生かされなかったのかということも含めて少し話ができ

ればと思っております。 

 最後は、このパネルディスカッションのテーマにもなってきますが、災害時におけるソ

ーシャルワークも含めた社会福祉の役割とは何なのかということについて、お時間も限ら

れていますので、最後の問題提起的なことになるかもしれませんけれども、少し話ができ

ればと思っております。 
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 最初に複線型復興ということをなぜ提起したのかということです。御承知のように原子

力災害というのは非常に広範囲にわたって被害をもたらしました。福島だけではなく、宮

城、岩手、それから関東圏も含めてですが、多くの被災をされた方、影響を受けた方々が

全国各地に避難をするという状況が生まれました。 

 これは福島県だけを例に挙げておきましたし、2017年までの最初の数年間のところだけ

ですけれども、約16万人いた被災をされた方々が、全国各地、福島県内外に避難をするこ

とになりました。青色が福島県内に避難する人、それからオレンジ色の福島県外に避難す

る人も当初は6万人ほどいて、さらに2017年になると徐々には減ってきますが、3万数千人、

今13年たっても県外に避難された方を含めて約3万人がまだ避難生活を余儀なくされてい

るという状況にあります。後で話ができたらと思いますが、正直に言うとこの実態ははっ

きりわかっているわけではなく、さらにもう少し多いのではないかとさえ言われている状

況です。 

 その中で、原子力災害という長期にわたって影響をもたらした災害の中で、被災地では

避難指示の解除が2012年、それから2017年に大きく避難指示の解除がされる地域がありま

した。ただ、避難指示が解除されて意向、地域の再建が進んだのだろうか、あるいは一番

大事である被災者の方々の生活再建にきちんとつながっていったのだろうかということが

課題となりました。 

 そういった中で、2011年、それから2017年、それから2021年と3回にわたりまして、双

葉郡と言われている原発の立地自治体、それから周辺自治体の8町村がありますが、双葉

郡の住民の方々の全ての世帯、いわゆる悉皆調査を3回にわたって実施をさせていただき

ました。そういった中で出てきた課題、あるいは被災された方々の被災実態というものが

この調査を通じて明らかになったこともありまして、それが著書のベースにもなっていま

すし、複線型復興ということを提起させていただく契機にもなりました。その点にも少し

触れたいと思っています。 

 資料には3回にわたる調査の結果を載せさせていただいたのですが、全て紹介するには

時間が限られていますので、結論だけをお話しさせていただきたいと思います。 

 最初に、2011年の9月に行いました第1回の住民実態調査をした際に、震災から半年とい

う期間ではありましたが、被災をされて広域に避難をする実態が明らかになりました。約

8万人、2万5000世帯の住民実態調査を行ったのは原子力災害に関しては初めてだったとい

うこともありまして、いろいろな形でメディアでも取り上げていただきましたし、国会や、
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賠償に関わる原子力損害賠償紛争審査会でも私も実際に報告しに行きましたけれども、取

り上げたりしていただきました。 

 その中で明らかになったのは、一つは、何度も何度も避難を繰り返す広域避難の実態が

明らかになりました。何度も避難する実態、それから避難先でいろいろな形で影響を受け

ているということはおおよそわかっていましたけれども、正確にはあまりよくわかってい

ませんでした。4割近い人たちが、震災から半年たって5回以上避難を繰り返していて、調

査の結果では一番多かった人は半年の間に42回避難先を変えていたという実態もありまし

た。その中で、家族がばらばらになる家族離散をしているという実態が明らかになりまし

た。私の知り合いの大熊町で建設会社を経営されている方は、一家7人が6か所にばらばら

で生活しているといったことがありまして、こういう家族離散が震災の避難の過程の中で

進行していくという状況になっています。 

 また、見通しの立たない避難生活で、この当時は避難指示が解除される見通しなど誰も

立たない状況にありましたので、いつ自分たちがふるさとに戻るのか、あるいは戻れるの

か、そもそもそういった戻る条件があるのかどうかすら見通しが立たないという中で、

「曖昧な喪失」ということを福島の県立医大の先生が言いましたけれども、自宅は残って

いて、戻れば自宅はあるけれども、長期にわたって自らが住んでいた場所に戻ることさえ

見通しが立たないといった状況で、避難生活、生活再建のめどが立てられないという実態

がこの調査の中で明らかになってきました。 

 2017年の第2回の調査のときは回収率が少し減りましたけれども、それでも多くの方々

に答えていただき、1万ケースほど答えていただきましたが、そのうちの4割くらいに自由

記述の回答をしていただきました。調査票調査で自由記述をこれほどたくさん書いていた

だくというのは珍しいと思っています。なおかつ字数が限られている枠の中におさまり切

れないものですから、わざわざ紙を追加して自分の被災をした苦しい思いや実情を本当に

知ってほしいという声があふれておりました。 

 少しだけ読みます。「震災後、県外避難を転々としてその都度転職を繰り返してきた。

生活の拠点を山形に決め家を建てたが自分に合う仕事が見つからず収入の面が不安定な状

態。現在は、賠償金で生活できているが今後の事を考えると資金振りに不安を感じる」と

いった声がありました。それ以外にもたくさんの声が寄せられていますが、このようにし

て避難先で何度も生活の拠点を変えて、そのたびに環境が変わって、それに適合していく

ことに困難を抱えている実情が、自由記述の中でも非常によく明らかになってきました。 
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 そういう中にありまして、例えば、3回にわたる調査の結果というところで、2021年に3

回目の調査を行いましたけれども、そういった中で明らかになったことは何だったのかと

いうことについて要点だけを少しお話ししたいと思います。 

 一つは、震災から10年たって調査をした第3回目のときに、ではふるさとに戻れている

のかということです。例えば復興公営住宅が建設され、住んでいた自治体に戻られる方も

もちろんいらっしゃいます。あるいは自宅を再建される方ももちろんいらっしゃいます。

ただ、住民票のあった自治体に居住している人たちは被災された方全体の2割です。多く

の方々は避難先に居住されているという実態があります。 

 一方で、避難指示が解除される地域は多くなってきてはいて、今も帰還困難区域という

形で避難指示が解除されていない地域もありますが、避難指示が解除されたから戻ること

ができる条件にあるかというと必ずしもそうではなく、右の円グラフで示しましたように、

半数以上の人たちは震災時の住まいを取り壊したと回答しているということです。避難指

示が解除されたとしても、自宅が、例えばネズミやハクビシンなどの様々な獣害にさらさ

れて、あるいは震災から10年ほど生活していなかったので住宅が傷んでしまって、そこで

生活する条件が失われてしまって取り壊さざるを得ないという状況になっています。 

 ではどうしているかというと、多くの方々は避難先の自治体で新たに住居を求めて、帰

還困難区域を含む地域が比較的多いのは大熊町、双葉町、浪江町、富岡町といったところ

ですが、そういったところに至っては5割もしくは6割の方々が避難先で住宅を購入されて

います。例えば郡山市、いわき市、福島市といった福島県内でも比較的大きなところ、さ

らには県外でも様々な避難先で住居を構え、生活の再建を進めようとしているという実態

があらわれてきました。 

 一方で、仕事、なりわいのことについて調査をしたときに、これが一番ショッキングで

したが、第2回目、第3回目とも同じでしたけれども、生産年齢人口、15歳から64歳までの

働き盛りの層の約3割、ここには25％と示しておりますが、震災から6年、それから10年た

っても無職の状態にあるということです。完全失業率の日本の状況、それから福島県内の

完全失業率と比較してもかなり数が多い状況になっていて、仕事を通じた生活再建が、震

災から数年、あるいは10年ほどたったとしてもいまだめどが立っていない人たちが一定数

存在しています。例えば私は50代ですが、50代になってしまうと仕事を再建する、新しく

仕事を見つけるのは難しいということはあると思いますが、20代、30代、40代を含めた一

定数が無職の状態にあったということで、そのように生活再建の途上にあることが実態と
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してわかったということです。 

 第1回目から第3回目の調査の結果を見てみると、震災によって家族離散という話を先ほ

どしましたけれども、世帯分離が解消されずにそのまま進行していて、単身世帯や夫婦の

み世帯がかなり多くなってしまっているという状況、それから生産年齢人口の2割から3割

が無職の状態になっていて、10年たった3回目の調査でも同様の傾向が確認されました。

どういうことかというと、2回目と3回目で4年くらいたっていますが、生活再建がほとん

ど進んでいないということが改めて確認されたということです。 

 一方で、住居については避難先で新たに住宅を購入されて再建された方々も一定数存在

します。元の住居については取り壊した人たちが5割以上になっているということです。

元の居住地へ帰る頻度も必ずしも高いわけではなかったというのが実態でした。 

 また、今日は詳細に触れることはできませんが、精神的な健康度についても、3回にわ

たって、一般的な調査結果と比べても一定の改善傾向にはあるものの非常に精神的健康度

が悪いという実態が出てきました。 

 一方で、3回にわたる調査を見てみると、避難先で住居を構え、新たな生活を進めよう

とする方々も一定する存在するけれども、その方々は、ふるさと、自分たちが住んでいた

地域に関心がなかったり愛着がないかというと必ずしもそうではなく、それはいつも気に

なっている状況にあるということ、町や村の将来について考えて、地域と関わり続けたい

という思い、意思も少なくなかったという実態が明らかになっています。 

 こういった3回にわたる調査の結果を踏まえると、長期にわたって避難を余儀なくされ

る、災害というリスクにさらされた個人や家族の生活の再建をどうするかということが、

3回の調査を通じて次第に明らかになった、課題になったということです。 

 一方、原子力災害という特異な災害であることは事実ですが、世界を見渡してみますと、

紛争や暴力、気候変動など様々なリスクに長期間さらされる方々も多く存在するわけで、

そういう意味で他のそういった問題にも共通する課題があるのではないかということを感

じるようになりました。 

 もう一つ、複線型復興ということを提起する際に一つの契機となったのは、各地の復興

計画の作成に携わらせていただいたということです。その例を一つ挙げると、浪江町は避

難指示の解除がすぐには見通せない状況の中で、地域と人々の暮らしの再建をどう進めて

いくかということが大きな課題となりました。浪江町は第1回の復興計画を、全国各地に

ばらばらになっている100人の住民の方々に集まっていただいて計画を作りました。その
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ときに最初に掲げたのは地域の再建ではなく、まずは人々の暮らしを再建していこうと、

「人間の復興」と本の中では提起しておりますが、生活再建を全面に掲げたということで

す。全ての町民を再建する、どこに住んでいても浪江町民だと、戻るか戻らないかに限ら

ず浪江町民の生活再建を進めていこうということが最初のキーワードでした。 

 もう一つは、少しだけ画像を載せておきましたが、1700人ほどの子供たちにアンケート

をとった結果、やはり地域を次の世代に引き継いでいこうということで、ふるさと浪江を

再生する、受け継いだ責任、引き継ぐ責任ということを掲げて、人間の復興と地域の復興

の両方を掲げていこうと浪江町は復興計画の中でうたいました。 

 この浪江町の復興計画は、さらに大熊、双葉、飯舘村を含めたその他の地域の復興計画

にも影響をもたらしまして、被災自治体の復興計画の多くは、人の暮らしの再建と地域の

再建の両方を掲げる復興計画になっていたということです。 

 もう一つは、私は福島大学という福島県の国立大学法人におりましたが、そのときに各

地からいろいろと訪問がありました。例えば亡くなられた緒方貞子さんは震災直後に来ら

れて、最初は言われたことの意味があまりよくわかっておらず、後々認識するようになり

ましたが、紛争などで各地で難民化する方々と本当に状況がよく似ているということを緒

方さんが福島大学に来られたときに言っておられまして、すぐにJICAの職員を派遣すると

言って1人職員を派遣していただきまして、一緒に復興の仕事をさせていただくことにな

りました。 

 それからイラク政府からも訪問がありまして、なぜイラクから来るのだろうと思ったの

ですが、クルド人を含めて国内避難民を多く抱えていて、原子力災害によって避難をされ

ている方々と状況がよく似ているということでイラク政府からヒアリングを受けるといっ

たこともありました。 

 さらには、私も少し関わりましたけれども、日本学術会議の中で福島に関わる分科会で

複線型復興ということを提起させていただくことになりました。 

 さらに、難民ではなく国境を越えない形で避難生活を長期にわたって送る国内避難民、

IDPsが国際的な大きな課題となっております。2022年10月に国連の特別報告者のヒメネ

ス・ダマリーさんという方が日本政府に対して調査報告書を提出しましたが、その際に、

原子力災害によって避難を余儀なくされた住民の方々は国際的に見れば国内避難民として

人権の保護の対象であるということを報告書に書きました。私もヒアリングを受けまして、

この報告書は日本語の仮訳にもなっていますが、3回にわたる調査報告も活用していただ
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きまして、原子力災害によって被災された国内避難民問題としての課題がどういうところ

にあるのかということについて問題提起がなされました。そういう意味では、国際的に見

れば、原子力災害という特異な災害ではあるけれども、紛争や気候変動といった様々な事

情によって長期にわたってリスクにさらされた人々と同じような課題を抱えているという

共通性も理解することができました。 

 それから、JSTとか、1回目と2回目の調査については三井物産環境基金という助成金を

使わせていただいて調査をすることができましたが、こういった研究時の研究助成に非常

に助けられました。今回のSOMPO福祉財団も受賞させていただき、有り難いことだと思っ

ております。 

 話は変わりますが、この本の中で、新潟県の中越地震の旧山古志村の話を少し取り上げ

ています。山古志村は長岡に合併することが予定されていたちょうと2004年の10月23日に

震災があって全村避難を余儀なくされるわけですけれども、生活再建をするときに仮設住

宅での調査をさせていただきました。その調査結果で一番意外だったのが、JAの建物更生

共済というものへの加入率がぬきんでて高く、92.5％ということで、村のほとんどの人が

加入しています。全国平均は3割程度ですけれども、JAの職員が、共済に加入して災害時

の備えをしていきましょうとやっていたことが功を奏して、それで全てが解決するわけで

はありませんが、国の被災者生活再建支援法に上乗せした形で、住宅再建や生活再建の際

の一助になったということです。災害時にはよく自助・共助・公助といったことを言われ

ますが、共助という意味では民間の損害も含めた保険といったものの役割は非常に大きい

といったことを考えさせられました。今日のテーマではありませんけれども、そういう意

味では災害時には民間の力をどう活用していくかということも一つの大きな課題かと思い

ます。 

 国内避難民に関する議論ということで、先ほども言いましたけれども、資料を御覧いた

だければと思います。時間もないので少し省略させていただきますが、紛争や暴力、人権

侵害や天災もしくは人災の結果として、これを避けるために避難する、もしくは離れるこ

とを強制され、もしくは余儀なくされた個人または個人の集団、国際的に認知された国境

を越えないものを国内避難民としております。国連は、1998年に国内避難に関する指導原

則を発表しまして、こういった国内避難民問題を人権保護の対象としています。 

 世界各地の状況について少しだけ資料を追加しておきましたが、もちろん難民も存在し

ています。今回のイスラエルの紛争でも大きな影響を受けていますが、パレスチナのこと
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も含めて難民化する状況がありますが、それだけではなく、一番下のところの国内避難民、

迫害、紛争などで故郷を追われた人たちが1億2000万近くがいますけれども、そのうち

6800万人が国内避難民で、難民より多い状況になっています。近年、紛争や暴力といった

ことから逃れるだけではなく、災害などに起因して国内避難民となっている数が急増して

いる状況になっています。そのように考えると、原子力災害によって避難をされた方々も

国内避難民として人権保護の対象であると同時に、将来起こり得る災害の際に、こういっ

た国内避難民としての人権保護の対象として認知していく、国際的に確認していくという

ことも大事な課題かと思います。 

 日本学術会議の中で複線型復興ということを提起させていただきました。被災地の状況

を考えると、人口が大きく減少傾向にあって、地域の再建を考えたときに、できるだけ多

くの方々に戻ってふるさとの再建に力をかしてほしいと思うことは無理からぬことかと思

います。それはもちろん間違っているわけではないと個人的には思います。ただし、帰還

することだけが生活再建の選択肢ではないだろうということで、複線型復興という言葉に

もあらわれているように、被災をされている方々の生活再建には多様な選択肢があるだろ

うということで、他の地域への移住や、あるいは将来戻るかもしれないけれども、今は避

難を続けているといったことも許容していくといった生活再建の多様な選択肢を包摂して

いくものとして複線型復興ということを学術会議での提言にも盛り込ませていただきまし

た。 

 この後に能登の話も含めてあると思いますが、震災は災害の発災時に避難所で生活をし、

そこから応急仮設住宅や復興公営住宅などに行くという単線のルートが想定されがちだけ

れども、この本の中にも書きましたし、今回の能登でもそうですが、在宅被災者と言われ

ているように、そういった単線のルートで避難をしたり生活再建をしたりといった方々ば

かりでは必ずしもないということで、その実態すらも単線ではないのではないかというこ

と、さらには再建の道筋も、それぞれの方々が生活再建を目指していくことは共通してい

ますが、その選択は様々な形で保証されることが大事であろうと思っています。そのとき

に、今日のこの後のシンポジウムでも話があるかと思いますが、ソーシャルワーク、社会

福祉の専門領域が、複線型の復興という形での、被災者のそれぞれの方々一人一人の状況

に応じた生活再建を支えていく、保証していく役割が求められているのではないかと思っ

ております。 

 二つ目に、原子力災害からの複線型復興の提起をした後の課題はどうだったのかという
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ことです。能登半島地震が1月1日にありましたけれども、1.5次避難、2次避難という形で

ありました。広域に避難するという状況は、原子力災害のあった東日本大震災だけではな

く、この能登の地震においても、例えば輪島や珠洲から金沢あるいは石川県外に避難され

る方々が存在する、その方々の生活再建をどうしていくかということが課題になっている

かと思います。 

 少し反省も込めてということですが、右側は台湾での地震の際に、地震後3か月で避難

所を開設して、かつプライバシーの確保をするようにパーティションを設けたという記事

が4月の読売新聞に掲載されていましたので、それを少し見ていただこうと思ってつけて

おきました。この台湾の地震のときにプライバシーを確保したのは、東日本大震災のとき

に台湾の方々が日本に来られて、被災されて避難をされた方々の実態を見たときに、その

反省と教訓から、災害時にプライバシーの確保をきちんとしていこうということでこうい

った環境作りに取り組んでいったということです。ただ、それが能登の地震の際にどうだ

ったのかということでは、日本も少しずつ状況を改善してパーティションを作ったりカー

テンをしたり段ボールで間仕切りをしたりといったことはありましたが、依然として体育

館に避難をして毛布1枚で生活するという状況が長らく続いたかと思います。こういった

ことを災害時の教訓としてどう引き継がれていったのかということについて、じくじたる

思いもあります。 

 こちらは輪島の朝市と周辺の地域の実情ですけれども、長期化が見込まれて、能登の地

震以降、震災から半年が経過しますが、今も解体することができないまま、被災した状態

のまま家屋が残っているということが長期化しています。過疎高齢化し、人口減少を日本

では多くの地域がしていますが、こういった中にあって、災害が起きたときに地域がどう

再建していくかということは大きな課題かと思っています。 

 個人的には、再建に向けた資源投入をかなり絞り込んでいるような状況さえうかがわれ

て、生活再建が本当にきちんとうまく進んでいくのかということを少し心配しております。

このあたりについては後で武田先生からもお話があるかと思いますので、パネルディスカ

ッションの際に話をしたいと思います。 

 もう一つは、一人一人の生活再建をどう支えていくかというときに、この本の中では災

害ケースマネジメントという提起をさせていただきました。これは別に私が言い始めたわ

けではなく、アメリカのハリケーン・カトリーナの際に、FEMAがこの災害ケースマネジメ

ントの手法を取り入れていこうということでやってきたのが日本での出発点と言われてい
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ますが、その後、自治体や政府も事例集を作るなどして、災害ケースマネジメントについ

て一定の指針に基づいた支援をしていこうというふうになってきているかと思います。 

 ただ、スフィア基準を含めて、国際的な人道支援の指針が災害支援に生かされているか

どうかということについては、まだ検証する必要があるかと思っております。 

 また、災害時は、直後のことについては対応しますが、生活再建期や復興期、生活再建

というのは長いスパンを要しますので、長期にわたる生活再建にどのようにサポートして

いくかということが課題かと思っております。そういう意味では社会福祉士の役割は大き

いのではないかと思っておりますし、社会福祉士だけではなく他の職種との連携も踏まえ

て、災害ケースマネジメントの具体化を図っていくということが今後の課題になってくる

かと思っております。 

 一方で、これは七尾市のショッピングセンターの中に建設会社の住まいの窓口という相

談コーナーがあったので、少し話を聞きに行きました。七尾で被災された方で、御自身が

建設会社で働いていらっしゃって、そういう相談に乗れるように窓口を作りたいというこ

とで本社に直談判して設置をしましたが、その方が言われていたのは、建設会社なので住

宅の建設についての相談に来られるかと思いきや、むしろこれからどう生活再建をしてい

けばいいのだろうかといった入り口の手前の話でとまっていて、そういう相談のほうが圧

倒的に多くて住宅の話に行くまでにすごく時間がかかってしまうということでした。その

ようにして自分たちが生活再建をどう進めていくかというときに、相談となるような窓口

や体制がきちんと整備されているのだろうかということを考えさせられたといいますか、

民間がそれをやっているというところに反省させられたということで、反省を込めて載せ

させていただきました。このあたりは時間があればまた話をしたいと思います。 

 DMATについてはこの後に話があるかと思いますので、省略をして少しだけお話しします。

福祉避難所、1.5次避難所を含めて、能登の災害の際にどのように機能したかということ

も検証しなければいけませんが、それだけではなく、最近は企業も含めてですけれども、

BCP、事業継続計画について具体化を図ろうということで議論がされてきております。介

護、障害の事業所もBCP作成が義務づけをされてきていますが、災害時に福祉の領域がど

のように体制作りをしていくかということも課題かと思います。本当はいろいろとしゃべ

りたいこともありますが、三つ目の課題のお話をしなければいけないので、そこだけ話を

して、足りない部分はシンポジウムで追加して話をさせていただきます。 

 災害時にはいろいろな支援がありますが、どうしても5年、10年という区切りで、人材
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や予算が終了してしまうということがあります。生活支援相談員、復興支援員も各地に用

意されていろいろな形で役割を果たしていたけれども、それが徐々に限定されていったり

事業が終了したりといったことがあります。もちろん原子力災害は長期化した災害ではあ

りますが、ではいつまで支援を続けていくかというのは非常に悩ましい課題だと思います。

行政実務上もそうですし、研究所としても悩ましい課題だと思っています。 

 災害の支援をずっと続けることがよいのか、あるいは別の形へ転換していくことがいい

のか、どのようにしていくことがいいかということを考えさせられることが多くありまし

た。そのときに、全国各地に県外避難をされている方々の支援を、当事者、あるいは社会

福祉の専門領域の方々が支援をされてきました。最初は避難をされてきた当事者自身がサ

ロン活動や寄り合いをするといった形でスタートしましたが、震災から数年たってくると、

自立して生活再建を進めていかれる方はどんどん進めていきますが、そうではなく、様々

な福祉的な課題や生活再建状の課題を抱える方々が一定数存在しています。今までは寄り

集まってサロン活動をしていたような団体が福祉的な支援を要するようになっていって、

例えば広域避難を支援している支援団体がソーシャルワークについて学んで支援していく

といった動きが各地で見られ、ただ、支援者側はもともと福祉の専門領域ではない当事者

が作っているような団体も結構あったものですから、スキル上の課題もあったかと思いま

す。 

 そういった際に、災害という緊急時の特別対策をずっと続けていくということではなく、

平時、一般対策へ徐々に移行していくということが大事だろうと思います。応急仮設住宅

は災害救助法では原則2年と定められていますが、2年は短過ぎるのではないか、能登の地

震でも2年で終わるとは考えられないという話も能登で聞きましたけれども、防災の担当

者、行政の人や国の人からは、2年というのは自分たちに対してで、行政側の責任である

と、できるだけ早期に生活再建をしていく、あるいは住宅再建を進めていくための責務を

定めるために2年としているということを聞くことがあります。もちろん建築基準法との

関係などが法律実務上はありますが、そういう行政実務として考えるときに、できるだけ

早く災害時という特別の状況から一般対策へと移行していくということが大事だと思いま

す。 

 国際障害者年の中では、人間的ニーズを満たすために特別の困難を持つ普通の市民と言

っておりました。それを災害に援用するとすれば、災害というリスクにさらされた特別の

困難を抱える普通の市民であって、災害によって自立的な生活に制約を受けた条件を早期
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に改善して一般対策へと移行し、例えば地域の福祉的な社会資源につなげていくというこ

とや、広域避難を余儀なくされ、県外避難をされている方であれば、生活再建上の課題や

生活困窮、あるいは福祉的課題を擁するのであれば、その地域の社会資源へとつなげてい

くということも大事かと思っております。 

 生活再建というのは住宅の再建だけではなく、尊厳を回復し、かつ暮らしの総体を回復

していくということが大事だろうと思っております。そのときに、強制避難に関する指導

原則の中で「恒久的解決」という言葉が用いられています。国内避難民は長期にわたって

リスクにさらされるわけですけれども、その解決とは何かと考えるときに、特別な援助と

保護のニーズを持たなくなり、避難を理由に差別されることなく人権を享受できるように

なった際に、恒久的で持続的な解決に至るといった視点を指導原則の中では言っておりま

す。 

 通常の市民が、もちろん災害時には要配慮者、養護者はいますが、尊厳を損なわれて、

様々なリスクにさらされた際に、そういった災害という特別な困難を解消し、通常の市民

として地域の中で暮らすことができるようにしていくということが、原子力災害だけでは

なく、こういった災害時の生活再建といった際には大事な視点ではないかと思います。 

 早口になりまして、ほとんど何をしゃべったのか聞き取れなかったかもしれません。数

分オーバーしてしまったように思いますが、御意見をいただけましたら幸いですし、シン

ポジウムの際に他のシンポジストの方々と一緒に議論できたらと思います。ご清聴ありが

とうございました。 
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SOMPO 福祉財団賞 受賞記念講演 

『原子力災害からの複線型復興－被災者の生活 への道』 

－災害などリスクにさらされた際にも尊厳ある暮らしを支える－ 

 

立命館大学 産業社会学部 

教 授   丹波 史紀 

 

1．「複線型復興」をなぜ提起したか 

(1)広域避難・自治体機能移転する原子力災害 

・全国各地に避難する被災者 

・避難指示後の地域再生も見通せない中で 

・３回にわたる「双葉郡実態調査」にとり組んで 

広域避難・家族離散による生活再建の長期化 

長期にわたりリスクにさらされる現象 

家族離散・仕事の再建に障壁、精神的健康度の低下 

 

(2)浪江町復興ビジョン・復興計画策定に携わって 
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再建
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・避難指⽰が⾒通せない中で、地域の再⽣の前に、⼈の再⽣（⽣活再建）を

優先しようとする決意 

 

(3)研究者としてどう被災地と向き合うか 

・緒⽅貞⼦さんからの問題提起 

・⽇本学術会議の福島分科会での議論 

・「国内避難⺠」問題と複線型復興 

 

2．原子力災害からの「複線型復興」提起後の課題 

(1)2024.1.1 能登半島地震を経験して 

  ・1.5 次避難・2 次避難をどう評価するか 

  ・後を絶たない「震災関連死」 

 

 

(2)⼀⼈ひとりの⽣活再建をどう⽀えるか 

  ・災害ケースマネージメントの具体化 

    国も災害ケースマネージメントを指針に 
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    スフィア基準など国際的⼈道⽀援の指針が災害⽀援に活かされている

か 

 

(3)災害時における福祉的⽀援を担う⼈材の確保 

  ・機能しなかった福祉避難所 

  ・被災する施設・事業所の BCP（事業継続計画）の具体化 

  ・DWAT の組織的体制をどう組織していくか 

・⽣活⽀援相談員・復興⽀援員の⼈材育成から地域福祉 

  ・住⺠が広域に避難する中でつくる「地域包括ケア」とは 

 

3.災害時の経験を日常の社会保障・社会福祉の充実へ 

(1) 特別対策から⼀般対策への移⾏ 

   ・災害時という⾮常時（特別対策）から平常時（⼀般対策）への移⾏ 

     災害⽀援の終期をどう考えるか 

 

(2) 災害の経験が⼀般対策の充実につながっているのか 

   ・各地の広域避難者を⽀える⽀援団体がかかえる課題 
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      これまでは避難してきた⼈たちの交流・居場所 

     避難が⻑期化する中で、⽣活困窮や福祉的課題をかかえる避難者 

      ⽀援者側のスキル課題 

 

以上 
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４．シンポジウム 

『大規模災害とソーシャルワーク－複線型復興の可能性』 

 

パ ネ リ ス ト：大島 隆代 （文教大学人間科学部准教授） 

：武田 康晴 （華頂短期大学幼児教育学科教授） 

：伊藤 美子 （山田町社会福祉協議会 

地域福祉係長・生活支援相談員） 

コメンテーター：丹波 史紀  （立命館大学産業社会学部教授） 

コーディネーター：秋元 美世 （東洋大学大学院社会福祉学研究科特任教授） 

大島  巌 （東北福祉大学副学長・教授） 

 

 秋元 シンポジウムのねらいということで若干の時間をいただいております。ただ、

シンポジウムそのものの枠組みといった話は既に丹波先生から先ほども出ているかと思い

ますので、私からは、その上で社会福祉学という全般を考えたときに、今回のシンポジウ

ムがどのような意味を持つのかということで幾つか私なりに気がついたことについて簡単

に触れさせていただきたいと思います。 

 今回、震災に関する複線型復興ということをキーワードにしていますが、その問題につ

いて社会福祉学が扱うということには二つの意義があるのではないかと思いました。一つ

は、言うまでもなく、被災して様々な理由で困難を抱えている人たちへの支援を行うとい

うこと、そもそも生活困難への支援というのは社会福祉学にとって重要な役割ですので、

その点はもちろんですけれども、もう一つ、社会福祉では貧困問題や子供の虐待、あるい

は介護の問題といったように、いずれにせよ一般的ではない特別な問題を抱えているとい

うことからアプローチすることが多いかと思います。ただ、そのことが逆に社会福祉学が

分野別に固まってしまっているところが出てきている一つの背景的な要因にもなっている

と思います。 

 考えてみると、本来、社会福祉というのは、特に福祉国家以降の社会福祉というのは普

遍的でユニバーサルな広がりを持つものだと考えられてきました。それがなかなかそのよ

うに行っていないというのは、先ほど言ったような特別な問題への対応というような関係

性が背景にあるというように思います。 

 その点では、災害の問題というのは、対象者別、分野別の枠組みとは根本的に異なると

ころがあるかと思います。まさに普遍的、総合的に、トータルに関わっていかないといけ
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ないというのが最大の問題だと思います。 

 ですから、どのように社会福祉もその中でアプローチしていくか、考えていくかという

ことは、普遍性、ユニバーサルな側面を改めて考え直すということがとても意義があるの

ではないかと思った次第です。そういう観点からもぜひこれからのシンポジウムで話させ

ていただきたいと思います。 

 少し雑駁な話になってしまいましたが、私からは以上です。 

大島（巌） 東北福祉大学の大島と申します。どうぞよろしくお願いいたします。もう1

人のコーディネーターを務めさせていただきます。 

 私は災害ソーシャルワークなどの専門ではありませんが、勤務先が東北福祉大学で、東

日本大震災などの支援・対応を全学をあげて積極的に進めてきた大学でございます。その

ため、震災問題に関するシンポジウム等の開催に関わる機会もいくつかございました。今

回改めてコーディネーターを務めさせていただくということで、私自身も勉強させていた

だいた上でここに臨んでおります。全体の進行を務めさせていただきますので、よろしく

お願いいたします。 

 パネリストの皆様方、3名にお越しいただいております。それぞれについて御紹介させ

ていただければと思います。先ほどもございましたように、シンポジスト、パネリストの

プロフィールにつきましては資料集の4ページにございますのでそちらを御覧いただけれ

ばと思います。発表順に御紹介させていただきます。 

 まず、文教大学人間科学部准教授の大島隆代様でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 続きまして、華頂短期大学幼児教育学科教授の武田康晴様でございます。 

 3人目は岩手県下閉伊郡山田町の社会福祉法人山田町社会福祉協議会地域福祉課係長で

生活支援相談員をお務めいただいております伊藤美子様でございます。 

 以上3名の皆様方にご発題をいただき、その後、丹波様にも基調講演を踏まえてコメン

トをいただくという手順で進めさせていただければと思っております。 

 最初に、大島隆代様からのご発題をいただきます。大島様は災害ソーシャルワークの専

門家でいらして、博士論文で災害に関する御著書『地域生活支援の理論と方法を探る: 東

日本大震災の支援フィールドにおける実践分析から』というご著書をまとめていらっしゃ

います。 

 今日のシンポジウムのテーマは「大規模災害とソーシャルワーク-複線型復興の可能性」
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でございます。基調講演がございましたけれども、その中でも特にソーシャルワーク人材

の果たす役割がとても問われています。複線型復興を考えるときには、人材の問題、キー

パーソンになる人材というのは必要不可欠かと思います。そういう面で、ソーシャルワー

クの領域でこれまで構築されてきた研究成果をお話しいただいて、先ほど災害ソーシャル

ワークではなく、災害ケースマネジメントという御紹介がございました。災害ケースマネ

ジメントとどのような形で共通項、違う部分があるのかということも含めてお聞かせいた

だければ有り難いと思っているところでございます。 

 それでは大島様からご発題をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

大島（隆代） ご紹介をいただきました大島隆代です。よろしくお願いいたします。丹

波さん、このたびはご受賞おめでとうございます。私も10年ほど前に、地域福祉という領

域ではありますが、地域福祉の理論と方法を探るといった形で、まさに日本社会事業大学

の大島巌さんのもとで学位記を授与していただいたのですが、そのときは原発の問題など

にアプローチできる力量が自分になく、そこには触れずに被災地の実践を下敷きにしなが

ら地域福祉の理論から構築されてきた方法論というものには果たしてどういう特徴がある

のだろうかということを浮き彫りにするような研究をさせていただきました。 

 まず、皆様におわびですけれども、ピンクの冊子の中に私の資料がないのは、ちょうど

1か月前にけがをして入院手術をしてリハビリも終わって退院してきたために準備ができ

なかったためで、おわび申し上げます。また、今日の配布資料の中に私の資料があります

が、私が事務局にお願いするのが遅くなってしまった関係で、著作権と肖像権に関わるも

のも印刷していただいてしまっていますので、お取扱いにはご配慮いただければと思いま

す。 

 先ほど尊厳の話が出ましたけれども、私はこのたび入院手術をしてケアを受ける側にな

って、手術をした後、尿管に導尿してバルーンをつけていましたが、それが取れておむつ

になり、そして自分で排せつができるようになったときに、やはり排せつも生活の中での

尊厳に関わることだということを考えさせられました。 

 私の発表ですけれども、複線型に込められた「単線ではないことの意味」を探ろうと思

いました。この後に武田さん、伊藤さんからの発表もありますし、丹波さんもかなり実証

的で継続的、定点的な調査をされて素晴らしい実践報告と研究報告をしていただいたので

すが、私の発表は、前提として、大規模災害の経過の中で、支援の仕組み、例えば、シス

テムとか専門職の配置とかが体系化され、それらに関する実証研究に通底する考え方には、
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実は、単線ではないという意味やエッセンスが含まれていたのではないかというところに、

私は立ちたいと思います。そこについてはまた後で説明したいと思います。 

 原発事故に関しては災害の中でも、大規模であったり複合的であったりと、いろいろな

見方をしなければいけませんが、私自身もソーシャルワークというところから災害支援と

いうものを考えてきました。その後にコロナ禍において被災地への関わりが制限されてし

まった時期があって、その時期に私自身が形而上学的というか、現象学的な要素への関心

が災害支援を考えるときに高まってきたという部分があって、曖昧なものからも本質を突

くようなアプローチというか、研究というか、考え方ができるのではないかという考え方

も持つようになってきました。今日は、そういったところからのアプローチになりますこ

とを御了承ください。 

 先ほど丹波さんからお話がありましたけれども、原発事故はとても複雑な問題が絡んで

いて、いわゆる離散、ディアスポラというのでしょうか、国内で移民になってしまうよう

な状況が生まれてしまいます。これは、国内というか、体制の中でのエクスクルージョン

につながりかねないような状況を生み出すものだと思います。喪失ということについても

丹波さんの御著書の中で、場の喪失と時間の喪失とアイデンティティーの喪失が複雑に絡

み合った中で、生活の再建、もう1回立て直していくこと、地域の復興や全体的、包括的

な復興だけではなく、ひとりひとり、個々を見詰めていく支援が大事であるということを

御強調されていると私は読ませてもらいました。まさにそこは、ソーシャルワークという

実践が大事にしてきた部分であるということもあわせてお話しできればと思います。 

 あえて曖昧さからのアプローチということですが、先ほどの「曖昧な喪失」もあります

が、実は災害支援を考えていくときに、もちろん法律的な部分、体制的な部分、そこから

配置される人材の部分という枠組みなどで考えていかなくてはいけないと思いますが、実

はかなり昔から、曖昧な部分で災害の支援に関わるような工夫をされてきたということに

も、私自身も興味を持つようになりまして、そこを少しピックアップさせていただきたい

ということと、方法や仕組みといったがっつりと決められたものを超越してしまうものへ

のヒントのようなものが、実はソーシャルワークのグローバル定義の中にもあるのではな

いかというところで、そのお話もさせていただきたいと思います。 

 また、地域福祉などは特に地域共生社会を目指すというところを理念にしていますが、

では地域共生社会というのは、例えば、当事者になる人が当事者ではない人とわかり合う

のかというと、そこは少し違うのではないのかというところも感じております。当事者と
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当事者ではないと思っている人の中にはグラデーションのようなものがあって、そこを意

識することでお互いに理解できるのではないかということを、レナ・ドミネリ先生の『グ

リーンソーシャルワークとは何か』という本も参考にしながらお話ししたいと思います。

少し曖昧な話になるかもしれませが、ご容赦願います。 

 社会福祉というのは、岡村重夫先生たちが予防の概念もきちんと入るものだと説明され

ていますが、学問的に予防概念がなかった時代からこういったことも被災地ではあったわ

けで、言い伝えなどでは、「津波てんでんこ」などを聞いたことがある方もいると思いま

す。津波が来たらてんでんばらばらに逃げなさいということ、それから、仙台市内に浪分

神社という神社があって、「浪を分ける」という名前の神社ですけれども、実は今回の東

日本大震災のときも、この神社を超えたあたりまで津波が来たということで、つまりデー

タも記録もなかった時代に、伝承や名前をつけることで次の世代の人を救う、つまり予防

に働くという現象があったのではないかということが今言われています。この「津波てん

でんこ」の認知度は被災した3県ではかなり高かったと言われています。津波が来たらて

んでんばらばらに逃げなさいというのは、誰かを見捨てて逃げなさいということではなく、

自分で逃げられる人は自助で逃げて、もちろん自分で逃げられない方を助けはしますが、

自分で逃げられる人は自分の力で逃げましょう、必ずまたどこかで会えるからという、希

望的な思いを込めた伝承だったと言われています。 

 さらに日本は太平洋戦争時の原爆ドームなどを残していますし、南三陸町の防災対策庁

舎を残すか残さないかということが議論になりましたけれども、残したい気持ち、それか

ら残したくないという気持ちも含めて議論を重ねていって、どうするかという中で、同じ

土俵でどうしていこうかということを考える中に、確かな記憶の継承と教訓というものが

生きてくるということが考えられるのではないかと思います。 

 次に、ソーシャルワークのグローバル定義の中の、Indigenous Knowledgeという、日本

語訳では民族固有の知となりますが、取り上げたいと思います。ここにも、シンボリック

にあらわされているということがわかりますが、Indigenous Knowledge、民族固有の知は、

最初にソーシャルワークの関係団体が日本語に訳すときに、「先住民」と訳すかどうかと

いった議論があって、日本は割と単一的な民族で構成されていて、詳しく言えばそうでは

ありませんけれども、どう訳すかということが議論になりました。インディジナスなピー

プルというのは主流派でも多数派でもないけれども、その人たちが大事にしてきた生活に

関わるいろいろな知恵とか固有の知、実践知とか、津波てんでんことか浪分神社とか教訓
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というものを含めて、大事にしてきたものを実はソーシャルワークでも重んじられるべき

だという解釈ができます。 

 すごく極端な言い方をしてしまうと、その地域で生活をよくするためにみんなで拝もう

とか踊ろうといった地域の固有の実践知があったとしたら、それを尊重すべきだというこ

とです。科学的ではないといった理由などで一蹴するのではなく、尊重すべきだというも

のもソーシャルワークの中の大事な一つのエッセンスであるということが、国際ソーシャ

ルワーカー連盟で2014年に改訂したソーシャルワークのグローバル定義の中に入っていま

す。 

 私は、一応、地域福祉が専門といえば専門なものですから、文化や風習など、その地域

で大事にされた生活に関わる知恵というものもみてきました。例えば大きな法律とか大き

な体制の中で考えるときには単一的、一般的にならざるを得ないので、そういう、曖昧で

小さなものが見逃されがちになるけれども、それを大事にできるのがソーシャルワークと

いう実践なのではないかと思います。 

 丹波さんの御著書では、生活を再建するということが、地域が元気になるとか地域全体

の経済状況などのいろいろなことが向上するというだけではなく、そこで地域と関わる一

人一人の生活も見ていく必要があるのではないかと御提言されたというふうに読ませてい

ただきました。 

 システムや方法論といったものも越境するソーシャルワークというものも実はあると思

っていて、これを曖昧だと一括りにするのではなく、そういうものも重んじながらソーシ

ャルワークの実践をしていくことが大事だと思っております。でも多分それは、これから

お話をされる山田町の伊藤さんなどは、地域で生活を支える生活支援相談員という、災害

後に地域と個別の支援の両方をどのようにやっていくのかということを見ていた方なので、

そういう人材の中には、意識していなくても地域の中で大事にしてきた実践知のようなも

のを利用しながらその地域の人たちに関わっていたかたが多いのかと思います。 

 国や大きな体制から、こうしましょうとかこういったガイドラインがありますというよ

うに提示された中で支援をしていくとか地域作りをしていくというだけではなく、その中

で行ったり来たりしながら、すごくゆっくりとした関わりの中でもその地域と個人を関係

づけて支援をしていくということを、多分されていたのだと思います。そこの部分という

のが、ソーシャルワークの中で、災害支援というところではかなり重要なポイントになっ

てくるのではないかと私は考えていたりします。 
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 津波てんでんこの言い伝えは県境を超えています。宮城県や岩手県といった境や仕組み

も超えるようなところで機能したという実践知だと思います。それは実は文化も背景にし

ていて、文化は人々がつむぐ意味の網の目だということをクリフォード・ギアツという文

化人類学者が言っています。ハンセン病の療養所のことを『病の共同体―ハンセン病療養

所における患者文化の生成と変容』という本を書かれて、このSOMPOの賞も受賞した青山

陽子先生の論考も大変参考になります。ソーシャルワーク実践においては、文化や民族固

有の知というものの考え方というのは専門職の実践の中にすごく浸透しているものではな

いかと、私も災害支援や被災地に関わる中で考えるようにはなりました。はっきりとは言

いづらい部分もありますが、曖昧な部分だからこそ、専門職が知らないうちに身につけて

いたり、地域や個々人の生活と関わる中でこれは大事なのではないかと再確認、再認識す

るものなのではないかと思うようになりました。 

 次に、グレーとかグラデーションが共感を波及させるということを述べたいと思います。

地域福祉論では地域共生社会が理念だとされていますが、その内容は非常に曖昧ではあり

ます。共生社会はどうやって作るのかといったところまでは示されていません。例えば包

括的なシステムを作りましょうとか、もっと具体的に重層的な支援体制を構築していこう

というところはガイドラインで出されていますが、では、もっと具体的にどうやるかとい

うと各地域にゆだねられています。そのよう中でも、当事者と当事者ではないといった垣

根を取っ払ったところ、そのグラデーションとかグレーの部分で実は共感が生まれるので

はないかということも考えるようになりました。 

 このスライドで示したもの、これは肖像権に関わるものをパワーポイントに私が埋め込

んでしまいましたが、『花は咲く』という歌で、東日本大震災の復興ソングです。また、

NHKで放送された連続テレビ小説『おかえりモネ』という気仙沼を舞台にしたドラマがあ

りましたが、この中に、曖昧さとかグラデーションの中で共感というものをどう考えてい

くかということのヒントがあったような気がしています。『花は咲く』の歌詞なのですが、

著作権があるので印刷配布はできませんが、皆さんもご存じだと思います。この歌詞を見

たときに、歌の1番の「私」は、懐かしいあの町を思い出して、変わりたい自分もいたし、

かなえたい夢もあった自分でした。でも2番は、懐かしい日々を思い出して、傷ついて、

傷つけて、報われず泣いた、でも今はただいとおしいあの人を思い出すという自分です。

私は福島県会津地方の出身で、原発で被災した方たちを受け入れた地域でしたけれども、

この歌が震災当時に毎日流れてくる中で、1番と2番の「私」がどうも同じ「私」ではない
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と違和感を覚えました。いろいろとウェブを検索していましたらそれに応答している哲学

の先生がいらっしゃいました。京都大学の名誉教授の先生が応答していて、1番の「私」

はあの世にいる人、2番の「私」はこちらの世界にいる人で、この「私」同士が歌の中で

出会う、そして、この歌詞を想像することによって同じような気持ちの中に参画するよう

な「私」もいる。この三者が一つの歌の中で出会う、それが共感に結びつくといった解説

を哲学の先生がされていました。 

 『おかえりモネ』の主人公は、地震が起きた当日に、生まれ故郷の島にいなかったこと

をずっと心の痛みとして感じています。私はいなかったということと、きょうだいからも

「お姉ちゃんは見ていないでしょう、津波」と言われる中で苦しい思いをします。震災を

直接経験していない人たちも、最初は、もしかしたら第三者的な立ち位置にいたかもしれ

ませんが、その後に思いをはせて本当に苦しくなったのかもしれません。ただ、苦しい思

いをしたとか、大変だと思いをはせることで、グレーとかグラデーションの中から共感が

生まれてくるといったことがあるのだろうと考えさせられました。 

 ソーシャルワークというものは、いろいろな科学的理論にも裏打ちされています。さら

に、ソーシャルワーカーの育成は、は専門的な教育基盤のうえに成り立っています。そし

て、私の考えからいきますと、そもそもソーシャルワークは複線型の実践であると思って

います。生活モデルも使いますし、個と環境の接点だけに介入するという、グローバル定

義の旧訳での解釈ではなく、構造そのものや、いろいろな要素の関係性にも関わっていく

ということ自体が単線ではないのだという考え方をしたいと思っています。そして共感が

生まれる過程にあるのは、複線型、つまり、ある意味グレーやグラデーションにいて、で

も思いをはせるという私たち一人一人が実現させていくのではないかと思います。 

 レナ・ドミネリ先生は、上野谷加代子先生などが監訳している『グリーンソーシャルワ

ークとは何か』という著書の中で大切なことを述べています。グリーンというと環境っぽ

く聞こえますが、それも含めて、スピリチュアルを共感の中にどう生かしていくかという

ことが重要であるということです。スピリチュアルというと霊性とかお化けのように感じ

る人もいるのかもしれませんが、そうではなく、精神性ということです。共感、思いをは

せるとか、グレーのような状態の中にいたとしても、「私であればどうだろう」と思いを

寄せることや考えることができることという精神性というような位置づけで、ドミネリ先

生はスピリチュアルというところを解説しています。 

丹波さんの発表は実証的でしたが、この後の皆さんの発表は、実際の現場で活躍されてい
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るかただたでもあるので、とても興味深いものだと思います。私自身はそれを超越するよ

うな現象学的なお話になってしまいましたけれども、またこの後に皆さんと意見交換等を

進めていきながら、人材のことや仕組み、それを超えて私たちに何ができるかというとこ

ろを考えるような議論にしていきたいと思っております。 

 私の発表は以上になります。ありがとうございました。 

大島（巌） 大島さん、ありがとうございました。そもそもソーシャルワークは複線的

であるということを大前提にされて、その支援を進めていくときに、対象の捉え方として、

その地域特有の取組が重要であるということをお話頂きました。冒頭に秋元さんから御説

明がありましたが、福祉サービスというものは縦割りになりがちであるということに対し

て、災害ソーシャルワークは横ぐしを差していくとても重要な機能があります。越境する

ソーシャルワークの実践知がそこで培われていくのではないかということ、それから先ほ

どの民族固有の知ということに関して、大規模災害ということになると地域が非常に広域

にわたる中で、被災する人と支援をする人が一体となり、グレー、グラデーションの関係

の中で共感を生み出していく、東日本大震災のときは国民的な理解が生まれたのもそのあ

たりのことがあったかと思います。そこに働きかけていく存在としてのソーシャルワーク

の重要性があることに触れていただいたと思います。どうもありがとうございました。 

 それでは続きまして、武田様からご報告をいただきます。武田様は、配布資料にもござ

いますが、京都DWAT特別アドバイザーという肩書も持っていらっしゃいます。近年はDWAT

というプログラムの枠組みを用いて、災害ソーシャルワークの領域で活躍されている方で

ございます。能登震災の問題は、広域的な震災でございますし、複線型の復興が恐らく将

来問われてくる重要な課題を突きつけられている、現在進行中の災害でございます。そこ

に実践家としても関わっておられるお立場で御発題いただきます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

武田 華頂短期大学で教員をしております武田と申します。どうぞよろしくお願いいた

します。どのタイミングで出てきていいのかわからなくて、先に出てきてしまって居場所

がなくなってしまいました。もう一つ、最初に今日はクールビズでというお話がございま

したけれども、クールビズ過ぎる格好で、ネクタイもないしジャケットもありませんが、

とにかく京都はめちゃくちゃ暑くて、とてもジャケットを着て出る勇気がなく、大変失礼

して申しわけありません。 

 プロフィールにも書かせていただいていますし、今大島先生からも御紹介をいただきま

30



10 

したけれども、専門はソーシャルワークと障害者福祉ということで、その関係で近年は災

害ソーシャルワークのことで、主に今日お話しさせていただく災害派遣福祉チームDWATの

活動をさせていただいております。今御紹介いただいたように、熊本地震、それから西日

本豪雨のときも岡山に私自身もDWATのチーム員として行かせていただいたり、岡山DWATの

サポートなどもさせていただいたりということで活動させていただいています。 

 このたびの能登の震災では、後で出てきますが、全社協がしていただきましたDWATの中

央センターというところのアドバイザーで先遣の活動などもさせていただいております。 

 本日は災害派遣福祉チームDWATの取り組みなどを紹介しながら、今日のテーマは複線型

復興ということですけれども、それの前段階というところで、ただそこは今、先生のお話

にもありました連続したソーシャルワークの取組というところでその後ともつながってき

ますので、そのあたりをお話しさせていただければと思っています。大規模災害とソーシ

ャルワーク、複線型復興の可能性ということでお話しさせていただければと思います。お

手元の資料と少し内容を変えてあるところもありますが、お手元の資料とほぼ同じものを

映しながらお話しさせていただきます。 

 丹波先生の前段のお話にもありました災害派遣福祉チームDWAT、Disaster Welfare 

Assistance Teamは、東日本大震災を契機に組織された社会福祉領域の専門職チームです。

メンバーは高齢者施設の相談員さん、ケアマネジャー、保育士、障害者福祉の専門職とい

った社会福祉の専門職、ソーシャルワーカーが集まって組織されたチームということにな

ります。 

 厚生労働省のガイドラインには、主として一般避難所で生活する高齢者、障害者、子供、

傷病者等の災害時要介護者について、生活ニーズの把握、要は生活支援をしていくのが災

害派遣福祉チームです。 

 チームの目的です。私は今回の能登にも先遣で入りまして、七尾や輪島などで、保健医

療福祉調整本部などで最初に御挨拶をすると、「介護してくれるのですね」と言われるこ

とがすごく多かったのですが、介護が中心の支援活動ではなく、DWATはふだんの生活の場

ではない避難所、体育館や小学校といったところが一時的に生活の場になることによって

生じる様々な生活課題、特に要介護、要支援者を生み出さないような活動、既に要介護、

要支援になっている方はもちろん介護が必要で、それをやらないわけではありませんけれ

ども、それよりもむしろ避難生活の中で要支援ではない人たちが要支援になってしまった

り、あるいは要支援の方たちが要介護になってしまったりという、いわゆる避難生活の2
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次災害を防いでいく、ひいては災害関連死をなくしていくということを目的としたチーム

ということになります。 

 災害派遣福祉チームについて、もしかしたら御存じない方もいらっしゃるかと思いまし

て、簡単に資料をつけていますが、厚生労働省のガイドラインには、指定避難所のうち、

福祉避難所を除く一般的な避難所、いわゆる一般避難所で高齢者、障害者、子供のほか傷

病者等といった災害時要配慮者の福祉ニーズに対応すると説明がされています。つまり、

災害派遣福祉チーム、一般避難所に派遣されるチームです。あるいは高齢者、障害者、子

供、傷病者等の災害時要配慮者を対象として活動していくということです。 

 ただ、この後にも少し資料をつけましたけれども、災害時要配慮者というのは、要支援

者、要介護者、既に要支援、要介護の状態になった人だけではなく、そういう状態になる

可能性が高い高齢者、障害者、子供その他ということが対象となります。そして災害時要

配慮者の福祉ニーズに対応する支援を担う、活動内容は生活支援ということになります。

ソーシャルワークの対象も生活支援ということになります。例えば京都であればオール京

都でネットワークを組んでやっていく活動とガイドラインにはあります。 

 ガイドラインの中に、同じように幾つか具体的な任務の内容が書かれています。時間の

関係もありますので御覧いただければと思いますが、つまり、一般避難所でこれらの活動、

生活支援、相談支援、場合によっては保健師さんと一緒にここで生活するのは少し難しい

という人たちを福祉避難所に移していく判断などを生活の面からしていく、そういったこ

ともあります。そしてケアワークが主たる任務ではないというところが大事なポイントか

と思います。 

 災害派遣福祉チームDWATの活動経過ということですけれども、これまでの活動経過とい

うことで、自己紹介の中でも少しお話しさせていただきましたが、そこも含みます。2011

年、東日本大震災で岩手県が被災したときに、今日この後も岩手からの報告がありますが、

沿岸部が被災し、山間部も地震では大きな被害がありましたけれども、沿岸部が大変なこ

とになっているはずだけど、助けてくれとも手伝ってくれとも何も連絡がなく、心配にな

って内陸部から福祉の人たちがチームを組んで行ってみたら大変なことになっていて、岩

手とはいつも一緒に活動していますが、本当に大変なときにはSOSも出せないくらい大変

で、そういう意味で、岩手県DWATではプッシュ型支援という名前をつけていますが、とに

かく押しかけていってみようということです。 

 よく福祉の領域では、余計なことまでやってはいけない、自立を阻害することもあると
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言われますが、災害に関しては、実は熊本が大変なことになったときに岩手から連絡もし

てみたらしいのですが、「大丈夫です」の一点張りで、だけど状況を見て、きっと大変な

ことになっているということで、岩手県のチーム5人でとにかく交通費も自分たちで払っ

て自腹で行ってしまって、もし何もなければ観光でもして馬刺しでも食べて帰ってくれば

いいではないか、我々も全国から支援を受けたのだからということで行ってみたらやはり

大変なことになっていて、そこで話をつけて、1か月くらい活動して、その後に京都に後

を引き継いでくれないかと連絡があって我々が行ったというような状況もありました。 

 そこがスタートになって、熊本地震のときには、熊本県の地元のDWAT、岩手県、京都府

の災害派遣福祉チームが熊本県益城町で活動しました。このときは保健師さんたちとの連

携もあまりできていなくて、大体福祉チームというものがあまり知られていなかったので、

お願いして単発のケースにのみ対応してもらう、例えば私がやったケースでは、一般避難

所の中で、隣の避難所の中に精神障害をお持ちの方がいらして、妄想で相当おかしなこと

をおっしゃっていて、聞いてみると、「母親と一緒に避難したのだけど、あまりに隣とけ

んかするので追い返した」という主張をされていて、「それは大変でしたね」と聞こうと

したら、「それはいいのですが」と言って、「私は駅で友達と待ち合わせていただけなのに

連れていかれて病院に入院させられたのが不満で仕方がない。病院を訴えたいので弁護士

を紹介してください」といった話になってしまって、要は統合失調の状況の方が1か月以

上、大混乱の中、一般避難所で放置されているような状況があって、保健師さんを通じて

対応していただいたり、そういったケースケースでの対応はありましたけれども、なかな

か組織的な連携までは至っていませんでした。 

 また、これは岩手県内ですけれども、岩泉町で町が孤立して高齢者施設が水没してしま

ったケースでは、ヘリポートで保健師さんと連携してスクリーニングを実施したり、その

後に先ほどのガイドラインが出て、DWATというのはこういう活動をするということが出た

直後に西日本豪雨が起き、それがあったので、京都、岩手はもともと行きますが、その他

の府県も協力してやりました。そのときは発災後3日目に私は岡山と一緒に入ったのです

が、ほかがいなかったということも大きくて、保健師さんと日赤、DMATと1日で連携の形

を作って、当初から連携しながらやらせていただくような活動をしました。その後、厚生

労働省の通知があって、最初は保健医療調整本部でしたけれども、そこに福祉がしっかり

と明記され、災害福祉支援ネットワーク中央センターというものが全社協で立ち上がって、

そこが統括しながら今回の能登半島地震の支援をさせていただいたということになります。 
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 先ほどの丹波先生の資料にも国の資料として似たものが出ていましたけれども、フェー

ズごとの時系列とニーズの変化や時期が移っていくといった図になります。この下のとこ

ろに2次被害の防止に注力といった感じで、緊急期から応急期、復旧期といった形で書い

てあります。DWATは2次災害の防止ということが任務なので、このあたりを担っていくと

いうことになります。 

 このあたりについてはこれからまた検証していかなければいけませんけれども、初めは

なるべく早い間に入れたら一番いいということになります。そうしないといろいろな団体

が入ってきて、役割分担の整理だけですごく混乱してしまうということがあるので、なる

べく早く、例えば岡山は3日後、今回の能登は1月6日の時点で中央センターが入ってやり

始めましたので、大分最初の時期から入れたかと思います。 

 また、先ほどの丹波先生のお話にもありましたけれども、終わり方がすごく難しくて、

実は我々のDWATの活動というのは復旧期くらいまでに終わりますが、復興に向かう被災地

の状況はそこで終わるわけではないので、その後、DWATがどこまでやって、誰に何を渡し

て、そして復興につないでいくかといったところのテーマというのが、DWAT側でも考えて

いかなければいけないし、それを受け取る側の立場に立ってどうしていくかも考えていか

ないといけないポイントになるかと思います。 

 一部になってしまいますが、能登半島地震における地域別の活動内容についてというこ

とで、これは中央センターから資料提供を受けて提示させていただいています。大きく分

けると、一番下の1.5次避難所というところ、先ほど丹波先生からのお話もありましたけ

れども、先のほうには支援がなかなか入っていけない状況があったので、そのままだと要

配慮者の方を中心に命が危ないということで、入ってはいけないのであれば出して支援し

ようということで、金沢市内の一番大きかった体育館にテントを立てて、家族ごと避難で

きるようにして、そこに医療、保健、我々生活支援の福祉、リハ、栄養士、いろいろなチ

ームが待ち構えてセットした中にどんどん出てきてもらって受け入れるという1.5次の避

難所という活動をDWATでしました。 

 また、七尾、志賀町あたりでは常駐しながら支援を展開するという活動をしていきまし

た。初めの段階、1月8日、1月12日、1月14日といった形で、スタートの日にちを見ていた

だくと、段々と南から北へ上がっていっている状況が見ていただけるかと思います。その

後、輪島などに入れたのは大分遅れてしまったということもあって、常駐と巡回でやらせ

ていただいたことと、穴水、珠洲あたりは一応関わりはしたけれども、巡回型のような関
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わり、支援にとどまったといった状況があります。 

 今回の能登の支援ですごく特徴でしたし、この後の複線型復興にもすごく関係があるか

というところで1.5次の避難所の活動ですけれども、奥能登から志賀、七尾あたりの被災

状況がひどくてなかなか支援が入れなかったところを中心に、能登の奥部、2市2町や七尾、

志賀あたりから金沢市のところに1.5次でどんどん受入れをしていました。その中には要

配慮者、高齢者、障害者、妊産婦さん、未就学の児童などの家族などを中心に最初は受け

入れていくという形になります。ですから、1.5次のところは最終的には福祉避難所のよ

うな感じになってきて、その後の出口の問題、そして出口を出た後に戻るか戻らないかと

いった問題がすごく大きな課題になってきたというところになります。 

 もう一度、災害時要配慮者とはというところですけれども、先ほども申し上げたので示

すだけにしますが、災害対策基本法などでは、高齢者、障害者、乳幼児、その他配慮を要

する者となっていますし、ガイドラインは先ほどの御説明のとおりです。つまり、後者の

傷病者を除いて、特に現時点でケアの必要な人だけを災害時要配慮者と定義しているわけ

ではないということです。ここはすごく大事なポイントになってくるかと思います。復興

のことを考えても、要配慮者の人たち、介護が必要な方たちというのはもちろん介護がな

いと生活していきにくいということはありますが、そうではない災害時要配慮者の方たち

のことも念頭に置いて複線型の復興を考えていかないといけないのではないかと思います。 

 今回も含めてDWATの支援活動から見えてきた課題ですけれども、専門性による役割分担

ということはよく言われるところで、やはり役割分担ができていないと本来専門ではない

ことを、例えば保健師さんやお医者さんがやらなければいけないといったことにやはりな

るということで、輪島には福祉チームが入るのが少し遅くなってしまった面もありますが、

日赤のお医者さんが建物の中に段ボールハウスを立てて、そうするとその中に暖かい空気

が入らず、周りをどんどん暖めても密閉されてしまっているので、プライバシーは守られ

るけれども暖かくならなくて、ただし段ボールなのでその中にストーブを入れるわけにも

いかないといったお世話を日赤のお医者さんたちがやっていて、「先生、そんなことをや

っている場合ではありません。それは我々がやるので大丈夫です」というようなこともあ

り、やはりしっかりと役割分担が必要だということが1点です。 

 また、常駐、巡回の解釈ですけれども、お医者さんの場合は、巡回してきたときに、も

しけがをしていたり病気をしたりしている場合、医療ニーズの場合は済みませんと向こう

から声をかけてくれる可能性が高いです。保健師さんもそうかもしれませんが、福祉ニー
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ズというのは、「布団を干したいのですが、手伝ってもらえませんか」といったことを巡

回相談の人には言いません。常駐していて、いろいろな話の中で、むしろこちらから提案

して、「もし干すのが大変でしたら手伝いましょうか」と言わなければいけないので、巡

回というものがそもそも福祉チームになじむのかといった話で、ニーズの違いや専門性の

違いといったことも確認の余地があるかと思います。 

 そして復興・復旧のあたりですけれども、フェーズが進むと、医療が引く、保健師は全

戸訪問とか地域に出ていく、避難所は福祉が中心になってその後に行政に引き継いでいく

といった一連のプロセスを、自分たちが担うところだけではなく、これまで、そして今、

そしてこれからを見通してやっていく必要があるのではないかと思います。 

 そして広域避難に要配慮者の意向は反映されたのかということです。もちろん命を守ら

なければいけないので、「出ましょう。大変です」という感じで出ては見たけれども、そ

の中で高齢者の方などには死んでもいいから家に残りたいという人たちもやはりいて、そ

の人たちのところでまず意向は確認されたのか、でも残る人がいる限りその人たちの生活

の手当てはやはりしなければいけないのではないか、そのあたりの出た人、残った人の復

興の状況というのはまた一つ変わってくるのではないかと思います。災害時要配慮者は復

興・復旧のフェーズでも要配慮者であり続けるという視点もすごく大事なのではないかと

いうところです。 

 時間を過ぎてしまって済みません。この報告では大規模災害とソーシャルワーク、複線

型復興の可能性という大枠で、能登の話なども含めて、DWATの取組を紹介してきました。 

 今回の能登の検証はまだできていませんが、やはりこれを検証して、そして先ほどの大

島先生のお話もありましたように、それを次の予防にどう役立てていくという視点はすご

く大事かと思います。複線型復興という接点では、緊急期から応急期、復興期、要は一連

の生活、我々が関わるのは部分部分になるかもしれませんけれども、そこで被災されてい

る方の生活はずっと続いているので、一連の支援というようにプロセスで捉える必要があ

るのではないかと思います。また、災害時要配慮者というのは復興期においても要配慮者

何ではないかという視点、そのような様々な視点が考えられます。 

 最後に、復興・復旧について、輪島市の職員さんが、2月12日時点でしたけれども、私

が先遣で入らせていただいたときの印象的な言葉を紹介させていただきます。「まだとて

も復興は考えられないけれども、過去を見て同じものをもう一度作ることは難しいと思う。

もう1回、みんなで同じ輪島市を作ろうというのはなかなか難しいと正直思う。市民と一
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緒に未来の輪島市を作っていきたい。それにはまず、輪島市に帰ってきてくれるのか、こ

こでどういう生活をもう1回作るのか、市民の思いを知って、一緒に輪島市を作っていき

たい。もう後ろは見えない。前だけを見てやっていきたい」とおっしゃっていたことを最

後に紹介して、3分ほど時間を過ぎてしまいましたけれども、私の報告を終わりにしたい

と思います。どうもありがとうございました。 

大島（巌） 武田様、どうもありがとうございました。DWATというのは比較的耳新しい

取組みかと思います。福祉領域の中で、行政、都道府県がかなりかみながら、体系的に人

材を派遣して1次避難所を中心に支援に取り組む、緊急期から復旧期までをカバーするプ

ログラムです。 

 今回のシンポジウムのテーマは複線型の復興ということですが、復旧期から復興期にど

のようにつないで行くのか、そのあたりで1.5次避難所の対応といったことも含めてお話

し頂きました。特に能登半島地震の場合には、そのあたりのつなぎをどのようにするかは

非常に重要なテーマです。その中でいろいろな課題が見えてきたということを非常に丁寧

にご説明いただいたかと思います。 

 武田様、どうもありがとうございました。 

 続きまして伊藤様、ご登壇いただければと思います。よろしくお願いいたします。伊藤

様は、先ほど御紹介いたしましたように、岩手県の山田町の社会福祉協議会で生活支援相

談員をされて、震災直後から関わって来られた方でございます。同時にご自身も被災もさ

れていらして、当事者の立場もお持ちになりながら、支援に13年関わってこられました。

先ほど大島隆代さんからのお話もございましたけれども、山田町という地域の文化を生か

しながら支援に当たられてきたことかと思います。また、被災者のお立場も持ちながら、

ご自身の問題としてこの問題に当たられてきたということでご報告をいただくことになっ

ております。 

 地域コミュニティーの支援、まさに複線型の実践に当たられてきた方からのお話をいた

だければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

伊藤 皆様、こんにちは。岩手県山田町社会福祉協議会の伊藤美子です。今回、このよ

うに貴重なシンポジウムに参加させていただき、ありがとうございます。とても緊張して

いますが、シナリオを一応作成してきたので、それを見ながら発表させていただきます。 

 私が住んでいる山田町がどのようなところなのか、2011年の東日本大震災のときにどの

ような状態だったのか、そして生活支援相談員としての活動、体験談などをお話しさせて
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いただき、山田町はどのようなところで、震災時はどのような状況だったのか、生活支援

相談員はどのような活動をしていたのかなど、私の話で少しでもわかっていただければ幸

いです。よろしくお願いいたします。 

 まず、山田町の紹介からさせていただきます。人口は令和6年5月1日現在で1万4020人で

す。5地区で構成されています。震災前は1万9270人で、5000人近く減少しております。 

 皆さんは岩手県山田町とはどこかと思われるかもしれません。皆さんが岩手県と聞いて

最初に思い浮かべるのは大谷翔平選手や佐々木朗希選手の出身県ということではないでし

ょうか。山田町は佐々木朗希選手の出身地である大船渡から少し上のほうにあります。最

近では映画『すずめの戸締まり』で注目された町です。 

 ここが山田町です。佐々木朗希選手の大船渡はこのあたりです。手が震えていて済みま

せん。漁業が盛んで、カキやホタテの養殖棚が湾内に浮かんでおります。そして、今は漁

獲量も低迷していますが、ウニ漁やアワビ漁なども行われております。秋祭りが盛んで、

お盆には帰省しないがお祭りには帰るという言葉があるほどです。海の神様としてまつら

れていた大杉神社のみこしも津波の被害に遭いました。それでも山田町のシンボルを絶や

すわけにはいかないということで、見事に復活を遂げることができました。そのとき、ほ

とんどの山田住民は「これからも頑張っぺす」と奮起されたと私は思っています。 

 さて、ここからは本題である東日本大震災の発災時の山田町の状況をお話しさせていた

だきます。この写真が震災前の山田町になります。こちらが震災後の山田町です。発災日

時は平成23年3月11日午後2時46分でした。宮城県北部三陸沖を震源とするマグニチュード

9.0、山田町の震度は推定で5強でした。防災無線警報では3メートル以上の大津波警報が

出されました。 

 私はこのとき、訪問入浴の介助中でした。揺れがおさまったのは入浴直後だったので、

利用者様の着がえを終え、事務所に帰る、準備をしました。入浴車のラジオからは3メー

トル以上の津波が来ると放送しており、裏道を抜け、ほかの職員3人で事務所に戻りまし

た。 

 午後3時22分、第1波の津波が襲来しました。第1波では防波堤は持ちこたえましたが、

第2波は防潮堤を乗り越え、町を飲み込みました。その後、第3波、第4波と押し寄せてき

ました。 

 これが第2波の津波のときの状況です。これが比較の写真になります。 

 こちらが襲来前、こちらが襲来後の写真となっております。 
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 第3波、第4波の津波が何度も繰り返され、湾底が見えるほどの大きな波となっておりま

す。 

 火災も発生し、3日間、延焼し続けました。 

 翌朝の写真の状況になっております。 

 これが浸水被害の状況となっておりますが、後でごゆっくり見ていただきたいと思いま

す。 

 次に人的被害になります。平成30年11月30日、山田町の資料による人的被害は、死者

825人、行方不明者は142人となっております。 

 家屋被害については全壊2762戸、大規模半壊2002戸、半壊が2003戸、一部損壊が2002戸

で、居宅棟数が7199戸のうち3369戸、46.7％が被害を受けたことになります。 

 ライフラインの被害状況と復旧についてですが、電気は町内全域停電、最終復旧は平成

23年5月1日。水道は、津波被害のなかった地域と一部津波被害のあったところを除き、通

水不能となりました。通信は固定、携帯含め全て通信不能でした。下水道は町内全域処理

不能で、鉄道は町内2駅が被災し、線路は津波で流失しました。道路は、津波が及んだ沿

岸国道は寸断または不通となりました。鉄道以外は、全体ではない部分もありますが、平

成23年4月、5月には復旧となっています。 

 こちらの表は不足品のデータになっております。 

 そしてこちらが避難所の状況です。町内で5地区31か所となり、主に学校や公民館、民

家、寺院等でした。避難者は5地区で2882人となっていますが、そのほかに他県への避難

者を含めれば、それ以上の避難者が考えられます。 

 私自身も被災し避難していました。私たち社協職員が避難していた近隣の避難所にはお

むつ交換を必要としている方もおり、朝昼晩、おむつ交換を行わなければならなかったた

め、避難所から通い、行いました。しかし、個室などはなく、大勢の方々がいる中で行わ

なければならなかったので、避難されている皆さん、特に中学生や高校生に声をかけ、毛

布やシーツを広げて目隠しをしていただきながらおむつ交換を行いました。それでも小の

ときはよいのですが、大便などはにおいがこもり、本人様も御家族の方も周りの方に申し

訳なさそうにしていたことが印象に残ります。後に支援が必要な方々だけがほかの避難所

に移ることができ、ほっとされたことと思います。 

 また、小学校の避難所の1室をお借りし、訪問入浴用の浴槽を設置して、在宅療養をさ

れている方の送迎を行い、入浴していただきました。昼食時には、被災していない職員が
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おにぎりを持ってきてくれ、そのおにぎりがおいしかったこと、あの味は今でも忘れませ

ん。 

 私は3月いっぱい、社協の方々と避難所にいましたが、被害の少ない姉宅に仮設のでき

る7月くらいまでお世話になりました。応急仮設住宅への入居が開始されたのは平成23年6

月頃です。 

 山田町の生活支援相談員が活動を始めたのが9月からで、仮設住宅への訪問からでした。

当初、山田町社会福祉協議会の生活支援相談員は管理者を含め11人での活動でした。その

中には社協職員として介護職をしていた方と新たに採用された方々とで半分半分でした。

しかし、生活支援相談員という職種は皆初めてなので、何から始めてよいのかわからなか

ったというのが正直な感想です。 

 仮設住宅の建設数は1940戸で、そのうち入居されている世帯は1912世帯でした。その世

帯を10人の生活支援相談員が5地区2人ずつで担当を受け持ち、活動を行っていました。ま

ず私たちが取り組んだのは、仮設住宅に住んでいる人の把握でした。民生委員さんに協力

していただき、同行訪問させていただきました。そして独自に名簿を作り、1軒1軒訪問さ

せていただいたのですが、生活支援相談員とは何をしてくれる方々なのかと聞かれること

が多く、いぶかしげに見られることが多かったです。それでも自分たちを覚えてもらうに

はどうしたらよいかと考え、顔写真入りの名刺を作り、担当区の全戸に配布し、次第に受

け入れてもらえるようになったものの、話していただいた問題をどう解決すればよいのか

悩み、毎日の申送りのとき、自分たちのふがいなさに涙することも多かったです。例えば、

認知症になってしまい、親子関係や兄弟関係が悪くなり、今まで仮設内でうまくいってい

た関係がこじれてしまい、内陸の施設に行ってしまった御夫婦、住みなれた土地、ふるさ

とでずっと暮らしていたかっただろうと思っても、家族間に踏み入れられない自分たちな

どの葛藤がありました。 

 また、仮設内は夏は暑く冬は寒いといった環境下での体調不良、湿度の関係で結露やカ

ビなどが身体に及ぼす悪影響は多々ありました。隣の部屋との騒音トラブル、仮設住宅の

老朽化など、長期化するにつれ課題が複雑化していきました。平成28年12月から災害公営

住宅の入居が始まりました。災害公営住宅に入居が決まり退去される方や、なかなか転居

先が決まらず仮設から退去できないでいる方もおりましたが、最後の退去者まで訪問させ

ていただき、全ての仮設住宅が令和2年度内には撤去されました。 

 突然ですが、ここで今まで生活支援相談員が行ってきた訪問以外の活動を少し紹介した
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いと思います。13年の間、様々な活動を行いました。内容がわからない方は後で御質問を

いただければと思います。サロン活動はもちろんのこと、花便り訪問事業、お買物バスツ

アー、男の料理教室、女性の料理アカデミー、布草履作り、住民要望による料理教室、パ

ソコン教室、地域支え合いマップの作成などがあります。そのときの状況に応じ、住民同

志の交流を目的に生活支援相談員が主となり行いました。 

 そして、終の棲家となる災害公営住宅、移住再建、修繕再建のお宅への訪問となるわけ

ですが、今までにあったお茶飲みなどの交流が震災でなくなり、仮設で気の合う仲間と出

会い、また、終の棲家となるところへの移動により再度人間関係を新たに作っていかなけ

ればならないと思うと、大変な労力を使われたことと思います。 

 先ほどもお話しさせていただきましたが、災害公営住宅への入居開始は平成28年12月か

らとなります。その間に集団移転に伴う自宅再建で仮設から退去された方もおり、その

方々も継続訪問可否のお話をさせていただきました。訪問継続を希望されるのは主に独居

高齢者や高齢者夫婦世帯で、子供さんやその家族と一緒に住むので訪問終了となった方も

いらっしゃいました。しかし、関係がうまくいかず、高齢者の御夫婦が別居という形にな

り、再度訪問開始となった例もあります。訪問再開となり訪問したとき、仮設にいたとき

の活気はなく、同居となったことで何があればこのようになるのか考えさせられました。

震災がなければと考えてもどうしようもないことはわかっていても心が痛みました。 

 災害公営住宅の話に戻りますが、山田町の災害公営住宅の建設戸数は645世帯でしたが、

令和6年5月末現在で553世帯の入居となっています。 

 写真は、ほっこり足湯カフェです。 

 最初の災害公営住宅となった団地で行われた地域住民との交流の写真となっております。 

 こちらは近隣の小学校の児童との交流会の写真です。自分のお孫さんではなくても、児

童によるブラスバンド演奏やダンスなど、目を細めて笑顔で見ておられました。 

 また、災害公営住宅ではコミュニティー形成の一環として、災害公営住宅での自治会設

立支援を行い、現在も継続しております。設立準備員会を設け、何日も何時間もかけて設

立された自治会ですが、どの自治体も担い手不足により継続が危ぶまれております。皆さ

ん自治会は必要だと思われていますが、高齢化を理由に役員になることを拒まれ、結果的

に担い手不足となっているようです。その中でも、自治会ではなく世話人会や班長会とい

った、高齢者関係なく輪番制で行う会も2か所あります。どの災害公営住宅でも高齢化が

問題となってきているようです。 
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 その他、地域見守り支援拠点を3か所、出張拠点を1か所開所し、生活支援相談員が常駐

し、傾聴や軽体操、脳トレなどを行い、住民と交流しております。 

 ここで忘れてはいけないのはコロナ禍により住民交流の活動が途絶えてしまったことで

す。感染予防としてマスクの使用、短時間での訪問、帰社後の手洗いなどに気をつけ、訪

問活動は行いました。拠点運営も人数制限を行い継続されました。 

 活動で使用する町内の公共施設の部屋の面積を調べ、利用できる人数を割り出し、活動

を休止することなく続けられる工夫をして、住民へのアドバイスも行いました。実際にコ

ロナ禍で外出する機会が減った、買物以外に外出しないなどと話される住民が多かったで

す。中には、独り暮らしの方で、生活支援相談員が訪問したことにより久しぶりに話をし

たと話される住民もおりました。また、外出しないことにより筋力低下が見られ、転倒す

る方が増えたようにも思います。その都度、地域包括支援センターなど関係機関と情報共

有し、対応させていただいております。コロナ5類移行後、活動も行われるようになりま

したが、最近またはやり始めているので感染予防をしつつ、活動が続けられるよう支援し

たいと考えております。 

 行政とは生活支援相談員事業が始まってから毎月1回、情報公開の場として地域支え合

い会議を行っております。2部構成になっており、1部は1か月の活動状況の報告、今後開

催される業務の告知など情報共有を行い、2部では地域包括支援センターとの戸別訪問し

た際の住民情報等の共有を行っております。 

 今後も住民がいつまでも元気で自分らしく過ごせる町になるよう、関係機関と協力し、

生活支援相談員事業終了後も何らかの形で寄り添っていけたらと思います。 

 私の発表は以上になります。ありがとうございました。 

大島（巌） 伊藤様、ありがとうございました。伊藤様は岩手県の生活支援相談員とい

うことで、岩手県は非常に体系的にこの取組をされていますね。『岩手県における生活支

援相談員の活動と地域福祉 東日本大震災からの10年「誰一人、独りぼっちにしない」』

という本が発刊されていらっしゃいます。 

 もともと伊藤さんは介護支援者の立場でいらっしゃいましたが、その他の方の中には、

一住民でボランティア的な活動をされていた人たちの中で生活支援相談員になられている

ような方もいらっしゃるということです。そういった被災者であり支援者であるという

方々から、特に仮設住居などの支援を中心に活動されて来たわけです。複線型の復興とい

うことでは、ほかにも様々な活動をされていらっしゃって、移住された方、転居された方、
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避難された方などにもアウトリーチされて支援されて来た経験もお持ちと伺っています。 

 複線型の復興に関わっているお立場から御発題をいただきました。どうもありがとうご

ざいました。 

 具体的な内容については後ほどの質疑応答の中で深めさせていただければと思います。 

 これから15分の休憩に入りたいと思います。その後、丹波さんから御報告についてのコ

メント、質疑をしていただくということでお願いをしているところでございます。 

 また、フロアの皆さん方からも質問をお受けして、その質問内容について質疑応答の中

で深めていきたいと思います。短冊形の質問用紙がございますので、休憩時間中に御記入

の上、係の方にお渡しいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それではこれから15分の休憩に入りたいと思います。 

 

－ 休憩 － 

 

秋元 それでは続けさせていただきたいと思います。まず丹波さんから、コメントとい

いますか、あるいは先ほどのお話でこれだけは伝えておきたいということが残っていまし

たらそういったものについてお話しいただいた上で、それを受けてパネリストの方たちか

ら5分くらいずつになろうかと思いますが、お話しいただいて、後で質問などもあります

から、それを踏まえてディスカッションに進んでいきたいと思います。 

 それではまず丹波さんからよろしくお願いいたします。 

丹波 今回、パネリストの3人の方々に複線型復興という私の提起にわざわざ寄せていた

だきましてありがとうございます。3人の方々ともすばらしい発表で、すごくいいテーマ

でそれぞれお話をしていただいたと思いながら拝聴しました。 

 最初の大島さんのお話の中で個別性という話が出てきて、ソーシャルワークはもともと

複線型だという話をされた中で複線型復興ということに触れていただいたときに、徹底的

に個別性を重視するというか、尊重するという話がありました。それを聞いていて思い出

したのが、本の中にも書いたのですが、積極的な意味合いとしてだけで提起したわけでは

ありませんでした。それぞれの生活体験をきちんと個別性を尊重した形でサポートしてい

くということが本来の意味ですけれども、ただ、それを提起するときの最初のスタートは

むしろ消極的な意味合いで、広域的に避難している人たちの状況を十把一からげに同じ方

向に持っていくようなことは少し無理だろうというところから話がスタートしていました。 
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 なぜかというと、原子力災害によって多くの方々が避難して、ばらばらになった住民を、

一時、福島では仮の町とか町外コミュニティーといった言い方をして、一つの集団という

か、地域を形成すべきではないかというような議論がありました。実際に当時の首長から

もそういった提起もされ、国でも実際に検討会が設けられるまでになった経緯がありまし

た。 

 住民によっては、いわき市のゴルフ場を買い取って、そこに町を作ってしまったほうが

いいのではないかということさえ言われたことがあります。でも、こうやって広域に避難

して全国各地に避難する町民村民を一堂にもう一度集め直すということはなかなか現実感

がありませんでした。そういったときに、それぞれの個別の事情を無視して、そういった

地域を再建するという名のもとにそれぞれの人々の生活再建に枠をはめてしまっていいの

かどうかというようなことに違和感を覚えて、そのときは複線型復興といった言葉はあま

り使っていませんでしたが、それぞれの人たちの実情をきちんと尊重した形で支援してい

くということがまずは大事ではないかというところについて少し話をさせていただいたり

したことを思い出しました。 

 そのときに、もう一つ大島さんのお話の中には当事者性と非当事者性、境界という話が

あって、本当にそのとおりだと思いました。私自身は福島にいたので被災者のようなもの

だとは思いますが、いつ何時災害が起き自分が当事者になるかということはわかりません。

原子力発電所の事故によって着のみ着のままに出た当時の住民は、13年帰れない人もいま

す。全く想像していなかったと思います。バスに乗れと言われて乗って、いつ帰れるかわ

からない。我々も今ここに集っていますが、いろいろなところから来ていて、私は京都か

ら来ていますが、災害が起きたときに広域避難を余儀なくされて帰ることができない状況

にしばらく置かれるということもあり得るわけで、誰もがそのようにしてそのリスクにさ

らされることはあり得るわけで、当事者性というか、当事者と非当事者の境界、グラデー

ションがあるというのはすごく大事な視点だと思いました。 

 もう一つは、広域避難をしている人たちの支援をしているというよりも、自分たち自身

が当事者で避難をしているからこそ集まって、そういった避難に関わる課題をお互いに確

認し合ったり、交流を深めたり、その後は支援をしていったりというようなことで、自分

たちで団体を作ったりして、そういった活動をしていたということが全国各地にあったの

で、そのように考えると、支援者とそうではない人の意味合いというのは、そこに明確な

分け隔てを設けること自身には意味がないのではないかと個人的には思います。 
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 一方で、先ほど武田さんからDWATについて、1.5次避難所の話もありました。打ち合わ

せのときも2人で少し話をしていましたけれども、1.5次避難、2次避難、原子力災害にか

かる広域避難と同じとは言わないけれども、能登での地震でも広域避難を余儀なくされる

実情があって、災害のときには広域避難という問題が日本でもほかの地域でも起こり得る

ということを認識しておくことが必要だと思いますが、そういったときに、1.5次避難で

ケアを要するような方々がそこで避難をするということは必要なことだと思いますが、そ

の先の生活再建にどう道筋を立てていくかということを一緒に考えるようなスキームがな

いと、1.5次避難、2次避難をして、その後に地域に戻った方もいます。それは見通しが立

てられなくて、まずは自分の家に帰る、地域に戻るという選択をせざるを得なかった。そ

のときに、生活支援という形で、福祉領域、もしくはそれ以外の人たちでもいいのですが、

災害ケースマネジメントといってもいいし災害ソーシャルワークといってもいいと思いま

すが、そういった寄り添う人たちが、その先の生活再建の見通しが立つような支援を一緒

に考えていくような方策を持っていないと、単に一時的に安全を確保するだけでしかなく

て、それがDWATの課題である2次被害と呼ばれる副次的な課題とか、生活課題とか、ある

いは最終的には災害関連死を防ぐことにつながっていかないことにもなり得るかと思って

いて、そういう意味でDWATの終わった後、終わり方という話が先ほどあったと思いますが、

その先にどうつなぐか、巡回型では福祉はニーズを十分に酌み取ることができないという

話があって、常駐型という話もあったと思いますが、そういった話にもつながって、すご

く納得させられたと思います。 

 そのときに、山田町の伊藤さんからお話がありましたように、生活支援相談員は最初は

緊急雇用的な対策からスタートして、被災された方々の雇用としても確保していくという

経緯はあったと思います。一方でそういった方々が当事者という立場もありながら支援を

住民の中で展開していったときに、様々な支援を展開していったと思います。そういう意

味では先ほど武田さんが言われた常駐型ということの、ある意味での担い手、DWAT後の生

活支援につないでいく際の役割として生活支援相談員や復興支援員といったものがあり得

ると思います。 

 それをきちんと体制として確立できるかどうかということはすごく課題だと思っていて、

岩手、宮城は復興・創生期間というものが終わって、予算も大幅に縮小されて、生活支援

相談員や復興支援員はスキームとして徐々に縮小されているような状況のときに、そうい

った緊急雇用的な対策からスタートしてはいるけれども、常駐型で地域を担ってサポート

45



25 

していく人たちがそれぞれの生活再建を支えていく役割としてどうやって機能を発揮して

いくのかといったことはもっと議論されてもいいのではないかと思っています。 

 今日は、話の中でCLCという宮城の生活支援コーディネーターについて取り上げさせて

いただきましたけれども、生活支援相談員や復興支援員で担っていた役割の人たちを、

徐々に地域の支援の担い手に育成していこうというような全国コミュニティーライフサポ

ートセンター、池田さんのところがやっているところですけれども、こういったところで

地域の担い手の形成、人材育成、生活支援コーディネーターといった方向にグレードアッ

プしていこうという取組を進められていたということをもう少し形にしていくということ

も必要になってくるのではないかと思います。 

 ただ、大島さんが言われた共感や領域のグラデーションという話に戻すと、先ほどの伊

藤さんのパワーポイントの中に、住民自らが担い手になっていっているという話があって、

基調講演的なお話をさせていただいたときに特別対策から一般対策への移行ということを

果たしていくときの回路をどうつなぐかというときに、最終的には住民自身が担い手にな

っていくような支援をどう作っていくかということが先ほどの話の結びつきとしては道筋

につながっていくのではないかと思います。 

 長々と感想めいたことをしゃべってしまいましたが、私からのコメントとさせていただ

きます。 

秋元 ありがとうございました。それでは今の丹波さんの話なども踏まえて、先ほどの

報告の中でも言いそびれたことがありましたら、そういったことも含めて、5分間という

限定をつけさせていただいて、5分程度で順次パネリストの方々からお話をお伺いしたい

と思います。 

 まず、大島隆代さんからお願いいたします。 

大島（隆代） 丹波さん、ありがとうございました。私も丹波さんの著書を拝見させて

いただいたときに、多分、「複線型というのは、今までの災害支援でのような単線ではだ

めだ」ということが見えてきて、そういうことを提言されたのではないかと思いながら、

丹波さんの先行研究のレビュー、定点観測のことも参考に読ませていただきました。 

 私が、今日の報告のテーマで、「単線ではないことの意味を探る」とさせてもらったの

は、ソーシャルワークというのは個別性をすごく大事にします。社会福祉士の国家試験を

受けた方はわかったと思いますし、私も教員として伝える側ではありますけれども、個別

性を大事にしますが、ソーシャルとついている限りは環境や地域といった全体性の中で個
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別性とどう折り合いをつけていくかといったことについてずっと悩んできたというか、今

でも悩んでいるといったところがある実践だからです。被災した人たち、それぞれの生活

再建を見詰めていく中でも、支援の体制を作っていなかで専門職をどのように位置づけれ

ばいいのかということや、全体で一くくりにしてはだめだけれども、地域や環境というも

のを意識しながらどのように折り合いをつけていくのかということは、多分、現場にいら

っしゃるかたはすごく御苦労されるのではないかと思います。伊藤さんもそうですし、緊

急時に介入するDWATもそうだと思います。だからこそ、いろいろとそろえておくべきこと

や決めておくべきことも大事だと思っております。先ほど現場の方と少しお話をしていた

ときに、地域福祉というのは仕組みを作っていくところに重きを置くようなところに今の

流れとしてはなっていますので、例えば重層的支援体制整備事業の中に、こういう連続性

を持った、被災した場合や何かあったときのその後のBCPといったものなどを盛り込んで

いくような、位置づけるような工夫をしていくというのも、その地域ごとに大事になって

くるのではないかとおっしゃっていたので、すごくよく理解できました。 

 また、これは呼称のお話になりますが、災害時のケースマネジメントや災害ソーシャル

ワークという言い方もあります。いろいろな言い方をすること、それ自体は無意味だとお

っしゃる方もいますが、ソーシャルワークはソーシャルワークとして、それが災害時とい

うところで、どういう機能とかどういう大事な部分が強調されるかとか、通常我々が意識

しているソーシャルワークとは少し順番が変わったり、サイクルが少し変わったりという

ところに特徴があるということなので、呼称によって特性が違うというよりも、基本的に

ソーシャルワークが大事にしてきたものを生かしながら災害時というものを考えていくこ

とが重要だと思います。さらに災害時であることはいつかどこかで終わりを迎えると明言

できることではありませんけれども、どこかで「日常」になっていくようなところがある

ので、日常になっていくことを見ていかれるような人たち、多分、それがソーシャルワー

クの専門職であったり、全体を見ていく人であったりするのではないかと、丹波さんのお

話も伺いながら考えさせられました。 

 そうなってくると、当事者と非当事者性というテーマも議論する必要もあるけれども、

専門性と非専門性ということの議論もあって、どちらがいいとか悪いではなく、住民主体

で何かやっていこうとうするようなところに持っていくような専門性と、住民であるから

こそ関われる非専門性の中にある実践の良さなど、見えてくるものというものも考えてい

く必要があるのではないかと思いながらお話を伺っていました。 
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秋元 ありがとうございます。続けてお願いいたします。 

武田 丹波先生の複線型復興支援という話ですけれども、御本を読ませていただいて、

本当に多様性があるというところに注目されていて、消極的にというお話もありましたけ

れども、一人一人の状況に対応していくというところで考えていると1個ではないだろう

という話はすごく共感して、そうなるとやはり高齢者、障害者、子供、つまり災害時要配

慮者の事情をもう1個想定するとさらに多様になるのだろうということと、もう一つは、

報告の中でもさせていただきましたけれども、やはり要配慮者の方たちは、意思は無視と

までは行かないけれども、事情のほうが優先して意思の尊重が後に回りやすい人たちでも

あるかと思っていて、そのあたりのところが復興の中でも、そして丹波先生がこれから進

めていかれる複線型という中でもぜひ盛り込んでいただければと、本当にその1点で今日

はここでお話しさせていただいたというところがありました。 

 その上で、それにプラスして、その場の対応のみでは2次被害は防げないといったこと

であるとか、DWATとしては終わり方ですけれども、復興というところでは次へのバトンを

どうつないでいくかというつなぎ方ということになるかもしれませんけれども、そこの大

事さということも丹波先生が受け取ってくださったのはすごくよかったと思いました。 

 その上で、丹波先生からお話がありましたところでは、伊藤さんのお話で出てきたとこ

ろで、今日はそこまでは盛り込めませんでしたが、熊本の事例ではそのときはまだケアの

ほうで熊本DCATと言われていましたが、熊本DCATが、避難所から仮設へ移った要配慮者で

気になる人のところをかなり長い期間回り続けていたという事例があったり、また、岡山

のときは地元の岡山DWATがまちづくり協議会に、避難所が開所していったときに、そこの

つなぎを、移行期は岡山DWATがまちづくり協議会と一緒に仕事をしながら地域にスムーズ

につないでいく役割を地元DWATが果たしてきたというところがあって、もちろんDWATだけ

ではありませんが、地元の力はすごく大きく、外から来た人はいずれ去っていく人でもあ

るし、やはり地元の力は復興のときには特に大事になるのではないかということも丹波先

生の御本を読ませていただいて感じたところでした。そこについても、DWATの立場からも

すごく共感できるところだったと思いました。 

秋元 ありがとうございます。それでは伊藤さん、お願いいたします。 

伊藤 先ほどから住民主体という話が出ていましたけれども、やはりコロナ禍が重大な

境目になっていて、コロナ禍になる前は、住民主体の方向性に持っていけるかというとこ

ろまで来たのですが、コロナ禍によって住民の意欲というか、そういったものがなくなっ
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たように感じていました。それは自分たち生活支援相談員がどうにかできるという問題で

もないし、そういう住民力を引き出すということについて今、私たちも考えていますが、

なかなか答えが見つからないような状態です。 

 以上です。 

大島（巌） それでは今のそれぞれの御発言に、追加で御発言をいただける方はいらっ

しゃいますか。丹波さん、いかがですか。 

丹波 コロナもある意味で災害ですね。人々の生活を大きく制約することになったり、

今まで日常であったものができなくなっているような状況をいろいろな形で私たち自身も

経験したので、そういった災厄というのはいろいろな形で訪れるので、そういったときに

日常をどう取り戻していくかというのはすごく大事なことだと思いますが、まだ今のとこ

ろは手探りです。 

武田 今の伊藤さんのお話で、後で言おうか迷っていましたけれども、自治会を再構築

するけれども、時間経過とともに、10年もたつと高齢化によって次にやる人がいないとい

うようなことでしたけれども、要するに平時の課題だと思います。京都の場合でも自治会

では次にやる人がいなくて、70歳の人が若手のような感じでやっているといったことがあ

って、やはり平時の課題が出てきたのだと思います。災害時、平時と分けられるわけでは

ないけれども、災害のときにこれをやろうと言ってやってきたものは、いずれ平時にして

いかなければいけないときには、平時にもともとほかの地域でもある課題が出てくるので

はないかと思います。そういった意味では、災害時、平時ときちんと分かれるわけではな

いけれども、平時にいろいろなところで起きている課題というのは災害時にはおさまって

きて、福島などの場合でもそうですが、10年ほどで補助金がなくなってきたりして、その

役割を担う人がいなくなると、途端に平時にどこでも起きている課題が起きてくるという、

まさに平時にできていなかったことは災害時にもできず、逆に災害時に注力してやってい

たことだけど、何かが抜けてしまえばまた平時の課題が出てきてしまうという表裏一体で、

本当は平時を充実させていくことが一番大事なことで、そこで私が焦点を当てた、本当は

平時の力がもっと強ければ、災害のときに高齢者、障害者をあえて要配慮者と言わなくて

もいいくらいの力を本当はつけていかなければいけないのではないかということを今お聞

きしていて思ったところです。 

大島（巌） ありがとうございます。大規模災害というのは大変な事態ではありますが、

ピンチをチャンスにといいますか、とても重要な時期でもあるわけです。縦割りのシステ
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ムに横ぐしを差すということにもつながるでしょうし、それは専門領域の中での横ぐしで

もあるでしょうし、担い手としての住民が力をつけて地域の課題解決に貢献する契機を含

めて、大規模災害というピンチをどうプラスに転じていくのかというところが重要なとこ

ろかと思います。ありがとうございました。 

 質問を多くいただいております。今のお話とのつながりでは、武田様と伊藤様のお二方

にというご質問です。過去の災害時のDWATの活動の終わり方、誰に引き継ぐのかというこ

と、今議論されていたことでございますが、特にDWATの避難所から1.5次避難ということ

がありましたけれども、そこのつなげ方、それから災害復興住宅から次にどうつなげるの

か、引継ぐのかが重要なキーワードとして出てきました。具体例があったら聞かせていた

だきたいというご質問です。いいつなぎ方ができた例ということで、これは武田様と伊藤

様それぞれということですが、いかがでしょうか。お話の中にも出ていたように思います

が、お願いいたします。平時のシステムにどうつないだかということでもいいかもしれま

せん。 

伊藤 今、行政と社協とで重層的支援事業の計画を立てていまして、社協からはCSWを各

拠点において、その人たちに生活支援相談員の後継者として活動してもらうという案も出

ているようです。 

大島（巌） 先ほど大島隆代さんから重層的支援の枠組みの中でという話がありました

けれども、そのような動きは、丹波さん、東北のほかの県でも同じようにあるのでしょう

か。 

丹波 実際に生活支援相談員や復興支援員が別の形でいろいろな役割をしていくという

ことで、宮城のCLCなどは地域の担い手になってもらえるように育成していこうと、人材

の育成の研修のようなことをやられていましたけれども、コミュニティーソーシャルワー

カーといった形でうまく機能を発揮してくれるような体制が地域の中にできればいいです

が、社協も今、どう担い手の体制作りをするかといったところが課題になるかと思います。

重層的支援は社協だけではありませんが、課題かと思います。 

大島（巌） ありがとうございます。また、武田さんのお話のDWATから次につなぐとい

うのは1.5次のところまででしょうか。基本的には一般避難所に入っていくのがDWATで、

つなぎの部分では1.5次というのがつなぎの部分になるのでしょうか。それからDWATの活

動内容のところに後続チームへの引継であるとか、被災市区町村や避難所管理者との連携

といった内容が入っていますが、そのあたりで何かいい事例がありましたらお願いいたし
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ます。 

武田 大島先生の御指摘のとおりで、原則的には一般避難所が活動の場となるので、基

本的には一般避難所の中でできることにまずは限られるというところと、そういう意味で

は、例えば熊本の例では、避難所の中に、もともとデイサービスに通っていたけれども事

業が継続できなくなって通えなくなっていて、いろいろな情報の中でデイサービスが復活

したということになったところに京都のメンバーが連絡して、デイサービスの送迎車を、

一般避難所の玄関までお願いして、ルートを作ってもらって、そこからデイサービスに通

えるような支援をしたということがありました。 

 また、岡山の事例では、軽度認知症の方でしたけれども、その方の担当のケアマネジャ

ーさんを探して、連絡をとりながら生活状況の聞き取りやアセスメントはDWATのケアマネ

がやって、その情報を本来の担当のケアマネジャーさんに引き継いで、その後の継続の支

援をやっていただいたということがありました。 

 また、まだ介護保険の対象になっていない人でしたけれども、岡山DWATのメンバーの中

のケアマネさんが調整をして、仮設に行く前に介護認定を取れるような段取りを避難所に

いる間にやって、行った先の担当になるケアマネさんとケアマネ協会のネットワークを使

ってやらせていただいたといったケースがあります。 

 また、今大島先生がおっしゃっていた1.5次に関しては、今回はもちろんDWATで役割を

果たしましたが、本来のそもそものDWATの活動としてどう位置づけるのかというのは、実

はまだ整理、検証ができていないところでもあって、今はなかなか難しいと思っています。

現状としては、そこに来られた方を次の避難所、行き先につなぐまでを追っているところ

の支援までで、行った先での何かというところまではできていないというのが現状かと思

います。 

大島（巌） ちなみに1.5次避難所というのは福祉避難所が中心ということでよろしいで

すか。 

武田 そうですね。福祉避難所のように最終的にはなったということです。 

大島（巌） 福祉避難所は2次になるのでしょうか。 

武田 そうですね。だから、名称としては一応1.5次で、福祉施設等が開設している福祉

避難所に行く前のワンクッションという位置づけで始まったけれども、最終的には1.5次

避難所自体が、出口がない人たちがしばらく停滞してしまうような状況に現状としてはな

っていたというところです。ただ、そこの整理もまだできていないので、私が断言はでき
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ないようなところです。 

大島（巌） ありがとうございます。関連して私からの質問ですけれども、避難所から

次のステージ、これは単線型の話になりますが、仮設住居に移るときのこととして、東日

本大震災の生活支援相談員がそれなりの力を発揮したという経験知がございます。能登半

島地震では、生活支援相談員のような地域の仕組みにつないでいく可能性はどうでしょう

か。能登は本当に地域が疲弊している状況もあるようなのでなかなか難しいことなのか、

そのあたりで何か議論されているようなことは、DWATサイドではございますか。 

武田 私の知る範囲ではDWATの中ではなかなかそこはできていなくて、個人的なつなが

りで2週間ほど前に石川県社協に問い合わせてはみたけれども、まだ県社協としても把握

できていないので、調べてまたお答えします。 

大島（巌） ありがとうございます。DWATは各県の社協が取りまとめて、意欲のある福

祉専門家が手挙げ方式で名乗りを上げて集まってくるので、非常にパワフルな集団ですね。

そのような集団が、疲弊した地域の中で、地域作りまで、1次避難から次に行く先がない

人たちをサポートするときに、ソーシャルワークの視点に立つと環境を整えるという観点

で関わる方法もあるでしょうか。 

武田 今の枠組みの中だと、先ほどのガイドラインでお話ししたことの繰返しになって

しまいますが、一般避難所というところなので、そういう意味では先ほどの伊藤さんのお

話に重ねて、実は熊本では地元の熊本DCATが、あるいは岡山では岡山DWATがというところ

では、避難所から出ていろいろな活動をしたのは、要は地元DWATだからそこができたかと

いうところもあります。京都DWATが行ってとか岩手のDWATが行ってとなると、シビアな話

になりますが、費用の問題もありますし、やはり活動の範囲も超えて、地域でもいろいろ

なところでもということになってしまうと、それはDWATの本来の活動かというところがあ

るかと思います。地元であれば、お金が出ようが出まいが、県の予算でも手当てができる

し、その可能性というのはやはり地元DWATの力というところがあるかと思います。 

大島（巌） ありがとうございます。ガイドラインの存在がありますね。それでは、能

登半島での経験を踏まえて、場合によってはガイドラインの見直しも考えられるといった

可能性もあるかもしれませんね。 

 今、生活支援相談員のお話が出てきていますが、それに関連する御質問をいただいてい

ます。生活支援相談員、ケアワーカーなどの労働状況について、賃金、労働状況、衣食な

どという御質問があります。これに関しては、緊急雇用対策的なところで生活支援相談員
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が出てきたということもあるわけですけれども、どういう条件で、専門性なども絡んでく

るかと思いますが、伊藤様、いかがでしょうか。契約は有期ですね。 

伊藤 任期契約です。 

大島（巌） 資格は問わないということでしょうか。 

伊藤 資格は問いません。研修会とか初任者研修というような、生活支援相談員が活動

していく上でこの研修は必要なのではないかというものを岩手県社協さんが計画して、そ

れに参加させてもらって活動しているような状況です。 

大島（巌） 大島隆代さんは生活支援相談員に随分関わっておられますが、何か追加で

ございますか。 

大島（隆代） 石巻市社会福祉協議会の生活支援相談員さんは地域福祉コーディネータ

ーという名前をつけていました。コミュニティーソーシャルワーカーというものと同じ機

能を果たしますが、ソーシャルワーカーというと地元の方はわからなくなるので、地域福

祉コーディネーターという名前をあえてつけていたそうです。石巻のことを私はいろいろ

と見させてもらって、それをまとめましたけれども、石巻は、市町村合併のときに、幾つ

かの小さい市町村が集まって石巻市ということで大きくなりました。そのようなことで、

災害後の緊急雇用ではあったのですが、その後にほぼそっくり、広域を支援していく社協

がコミュニティーソーシャルワーカーとして雇用して、今もそれでやっています。 

 そういうことが地域としてできる部分もあれば、緊急というところで有期になる場合も

あるので、もしかしたらそれは地域の社協や自治体のやり方で、どのように予算をつけて

いくかとか、例えば重層的支援体制整備事業の中での配置などに生かせていけるというこ

とも実践として示していかれるかもしれません。結構ストラティジックに考えていけば、

もしかしたらそのままの機能を生かしながら地域づくりと個別支援の両方を見ていくとい

う役割の専門職というものが生かせるのではないかと思っています。だから、それぞれの

地域によるのではないかという気はしています。 

大島（巌） これから必要になるのでしょうね。 

大島（隆代） そうだと思いますが、なかなか難しい課題もあるかと思います。 

大島（巌）  生活支援相談員は災害ケースマネジメントなどの役割を担い得る存在か

とも思ったのですが、いかがでしょうか。それが住民サイドで成り立たないとすると、専

門職として何かそういう役割を果たすものを作り出す必要がありますね。そのあたりはい

ろいろな地域状況によって決まってくるというところでしょうか。 
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武田 もちろん全部知っているわけではありませんが、私が知っている事例だと、いわ

き市で復興の予算がついたところがあって、ただ、専門性がそれほど高い人を地元で見つ

けられない、それぞれ施設をやっていたり相談の機関に所属していたりしてそこまでは無

理だということで関西に応援の依頼があって、最初は相談員を貸してくれという依頼でし

たけれども、こちらも仕事をしているのでということで、結局折り合いをつけて、幾つも

の事業所から1か月単位で相談員を派遣してその枠を埋めて、彼らは何をしていたのかと

いうと、それこそ広域避難を強いられた、私たちの専門は障害なので主に障害者たちの今

後の意向、どうやって戻るのか、出ていった先で問題点はないのか、要するに復興の今後

に向けたアセスメントや調整ごとなど、本来は地元の人たちがやるべきでしょうけれども、

そこまでは手が回らないので、私の後輩などは群馬まで追いかけてアセスメントをしに行

くといったことをやってはいました。 

大島（巌） 地域の中で余力がない場合には全国でサポートする体制を組んでいますね。

東日本大震災のときに職能団体がかなり活躍をして、例えば医療ソーシャルワーカー協会

が石巻に事務所を作って、1人が専従で入って役割を果たしました。これは災害ソーシャ

ルワークというか、ケースマネジメントの役割を果たしたのでしょうか。大島さん、お願

いします。 

大島（隆代） 先日、東日本大震災の被災地であった石巻で、職能団体の13年間の組織

的活動を終える区切りのシンポジウムといったものがあって行ってきました。DWATという

のは発災後の割と早期介入で、何カ月とか何年といったスパンでは入らないアシスタント

チームであることには違いなくて、一方で職能団体というもの当初の頃から動きながら介

入するということが東日本大震災ではありました。職能団体でもDWATでもそうですけれど

も、いわゆるDMAT、これはメディカルではないので、活動に行く方はその間のお仕事をど

うするかとかという課題も出てきます。一応、福祉職であるWATの場合は多分有休休暇を

使うことになるケースも多いと思います。メディカルの場合は拠点のDMATを置いている病

院からの業務としての派遣になっていますが、福祉職の場合は、被災地支援に出向いてい

る間はボランティアという扱いで、お仕事をどう保障するかというところがまだ確立して

いません。石巻に入った医療ソーシャルワーカー協会の方たちは一たん元の仕事を辞めて

現地に入って、その後に戻ってきて再就職されていますが、当時はこぞって独身の人だっ

たという話を聞いたときに、福祉のほうも業務としての保障など、そういうところをきち

んとしていかないと、継続的でシステマティックな支援ができないのではないかというこ
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とを思いました。 

大島（巌） 医療ソーシャルワーカー協会としては、人を派遣するということはサポー

トしますが、お給料、生活費に関しては一たん現職を辞めて向こうに入って、市からでし

ょうか県からでしょうか、若干補助金が入ってやられたということですね。 

大島（隆代） はい。そして現地での活躍の場も調整しながら、ほかの支援団体と重複

しないようにというところの交通整理をきちんとしながらやっていたということを伺って

います。 

大島（巌） 人材が入って、ニーズがあればそこに公的資金を導入する、あるいはSOMPO

さんなどのサポートを得るということもあるかもしれませんね。きちんとそういう体制が

組めれば社会のサポート体制を導くこともできるということですね。ありがとうございま

した。 

 関連した話が続きますが、一般参加者の方から、パネリストの方々がうたった複線型復

興につなげるためにも、これから想定される大規模災害に向けた私たち個々人の自立的役

割や地域社会でのそういった役割ということではどういうものがあるのかお聞かせいただ

きたいということです。それぞれのお立場でお聞かせいただけませんか。丹波さん、いか

がでしょうか。 

丹波 個々人の役割ということでは、それぞれに属性やいろいろなお立場もあると思い

ますのでそれぞれで違うかもしれませんけれども、先ほどの話に少し戻すような感じにな

ってしまうかもしれませんが、東日本大震災はかなり長期にわたる災害だったということ

と、能登の地震も長期化する可能性が高く、日本の災害はこの間、生活再建にかなり長い

時間を要するということが一つあります。DMATも災害直後の支援、DWATも限定的ではある

けれども、避難所の支援ということですが、その先の生活再建についてのサポート体制を

どう作るかというところは、生活支援相談員もその一翼を担うかもしれないけれども、そ

れだけでは十分ではないと個人的には思っています。 

 なお、仮設である必要があるのだろうかというそもそもの問いがあると思います。プレ

ハブ型の仮設で、能登の地震でも仮設を見に行かせていただきましたが、いまだにプレハ

ブでやっているし、なおかつ東日本大震災の際には民間アパート借り上げる形のみなし仮

設が、福島では6割、仙台市は8割以上がみなし仮設です。生活支援相談員はもちろんそこ

でもサポートの体制はあるけれども、みなし仮設住宅と言われる一般のアパート、賃貸住

宅のところにはかなり手薄な支援しか正直ありませんでした。 
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 ただ、今後の災害を考えたときに、これからの備えという話もあったと思いますが、で

は首都直下地震のときに本当に首都圏の都民のためにプレハブ仮設を作れるかという話に

なります。千葉、神奈川、ほかの隣県にお願いして作ってもらうことはあるかもしれない

けれども、都民の皆さんが入りますかと、そうしたときに、恐らく空き家である民間賃貸

住宅を活用した形でみなし仮設になる可能性はかなり高いと思います。多分それを被災さ

れている方々は指向するということになると思います。 

 ただ、そのようになってくると、これは福島も仙台もそうでしたけれども、孤立化しや

すいです。特に要配慮者は孤立化しやすいということがあるので、コミュニティーという

言い方がいいかどうかはわからないけれども、福祉的なニーズを抱えている市民に対して

どのようなサポート体制を組むかということは、やはりみなし仮設になったとしても考え

ておかなければいけないと思います。 

 みなし仮設という言い方も、本来であれば家賃補助でいいわけです。一般対策として家

賃補助を充実させておけば、別に災害時であろうがコロナ禍であろうが、どういう対応で

あろうが住まいに困難を抱えていたり確保を要する人たちに対しての住宅提供として、賃

貸住宅、アパートの空き家を提供するとすればいい話であって、それを何か、一たん被災

者が借りてきたものを解約させて行政がもう1回借り上げて無償で提供するといった、行

政上の都合でしかない形でやることのほうがいびつなので、みなし仮設というよりも災害

時に家賃補助を提供して、仮設でなくても賃貸住宅で生活するという選択肢を提供すれば

いい話ではないかと思います。 

 もう一つ、単線型ではないということで話をさせていただくと、山田町でもありました

けれども、団地型の災害公営住宅、復興公営住宅は、管理上は楽だと思いますが、高齢者、

あるいはケアを要する人たちが多く入るケースが多いと思いますが、亡くなられたり退去

されたりした後の空き家をどうするかということも正直に言うとあまり考えていないと思

います。20年後、30年後に空き家になった災害公営住宅をどう活用するかということが多

分まだあまり発想としていないと思います。 

 そうしたときに、能登の地震でまた同じことを続けるかという話になって、私は福島で

県の土木部と一緒になって災害公営住宅などの建設に関わる支援を少し手伝ったことがあ

りますが、団地型は極力やめて、なるべく戸建てもしくはニコイチでやっていこうという

話をして、もちろん団地型も作らざるを得ませんでしたが、それはなぜかというと、原子

力災害に関しては東京電力という企業の責任が問われていますので、賠償金に基づく住ま
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いの再建ということが大きく貢献したことがあります。細かい話になりますが、住宅の取

得に関わる賠償金が東京電力から一定程度保障されることになったので、多くの場合はそ

れによってできました。ただ、通常の災害時は責任企業があるわけではないので、多くの

場合は被災者生活再建支援法ということになると思いますが、これは300万円しかありま

せんので、それだけをもって住宅再建はできないと思います。 

 先ほどの講演の中で最初に少し話をさせていただいたJAの建更は、そういう意味で公的

な住宅再建に関わるサポートの手薄な部分を一定程度カバーしたと思います。これをもう

少し広げていくということが大事だと思いますが、例えば戸建ての災害公営住宅を建設し

たときに、一応は災害公営住宅なので公営住宅として扱うけれども、行く行くは被災をさ

れた当事者の方々に払い下げてもいいのではないかということが作る側の思いとしてはあ

って、そうした場合には自分で管理できるものとしてやっていけばいいわけなので、そう

すると処分をどうするかということも最終的には個人が決めればいいことだと思います。

それを、例えば団地型にしてしまうと、区分所有なのでかなり大変なことになると思いま

す。 

 そういう意味では、今、災害ではない公営住宅もかなり課題を抱えていると思いますが、

同じような課題を10年後、20年後に抱える可能性があるので、そういう見通しを立ててい

くときに、能登の地震を踏まえるならば、単線型で仮設住宅、災害公営住宅を作って、自

力再建できない高齢者やケアを必要とする人たちは災害公営住宅に入ってという単線をも

う1回改めないと、日本は生活再建を後継に追いやってしまうのではないかと個人的には

思います。 

大島（巌） ありがとうございます。住民の立場で何か役割はありますか。 

丹波 難しいですね。ただ、いろいろな方途はあると思いますが、一つは共助と言われ

ているような、今日はSOMPO福祉財団なので損害保険などの保険の領域の方々も何人かい

らっしゃると思いますが、やはり災害時にそういった保険会社がどういう役割を担えるか

といったことを改めて考えていくということは、福祉の領域は公的なところが大きな位置

を占めるけれども、それだけでは解決し得ない問題はどうしてもあると思うので、そこは

どのような人でも議論できると思うので、そういった観点で次の災害への備えとして、地

震保険もあるし火災保険ももちろんありますが、そういったものをどのように日本の中で

位置づけていくかといった議論はあってもいいのではないかと個人的には思っています。 

大島（巌） ありがとうございます。伊藤様は住民にきわめて近い立場でいらして、住

57



37 

民の方の自立的な役割、地域社会での共助の役割といったところで何か御経験されたこと

で結構ですけれども、いかがでしょうか。 

伊藤 以前、台風9号のときの被害状況や住民の状況のようなものを生活支援相談員が担

ったことがありました。そのときには半分半分に分かれて、半分は通常どおりの訪問をし

て、半分は台風に対する情報収集を行ったことがあるので、今後も生活支援相談員の活動

にも役割が出てくるような感じがあるので、生活支援相談員ではありませんけれども、生

活支援相談員の今後の継続というか、形を変えてもそういうものがあればいいのではない

かと思います。 

大島（巌） ありがとうございます。せっかく生活支援相談員になられて経験を積まれ

て力をつけられた方のその後の活躍を作っていくということはとても重要なことですね。 

 大島さん、ボランティアで活躍したいという方がたくさんいらっしゃると思いますが、

そういう方が今議論されているような役割を担っていくという何かいい取組はございます

か。 

大島（隆代） 今日の議論ではボランティアについてはあまり出てきませんでしたが、

ボランティアの方たちが活動に入る際の難しさということもこのたびの能登では顕著な課

題だったと思います。やはりボランティアもそうですけれども、DWATもそうですけれども、

ボランティア活動者やDWATのようなチームに対して、中間支援のようなコーディネートを

する機能はすごく大事になってくると思います。今は全国社会福祉協議会さんの中央セン

ターや全国社会福祉法人経営者協議会さんに担っていただいていますが、そのコーディネ

ートや中間支援の機能を大事にしながらボランティアを生かすということと、どこにどの

ように入るかということは少し整理しなければいけないのではないかと思っています。 

 また、先ほどの住民の役割のところで、私が丹波さんの著書の中ですごく大事だと思っ

たのは、被災者が自分の生活を選び取っていくことについて、被災者でない人たち、例え

ば市民全体が、それでいいのだと、そうしていくことが複線型の生活再建や復興なのだと

いう意識を醸成していくような工夫があったらいいと思います。 

大島（巌） 当事者が主体的にということですね。 

大島（隆代） はい。そしていつ我々が当事者になるかもしれないということや、自己

決定や意思決定というのはソーシャルワークだけの話ということでもありませんけれども、

すごくソーシャルワークが大事にしてきたものなので、人から強いられたものではなく自

分から参画するという意識を私たちが少しずつ持っていかれればいいとは思います。 
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大島（巌） ありがとうございました。そろそろまとめなければいけない時間が迫って

きていますが、コメントをいただいた中で、質問表を渡してまだ答えていただいていない

点があるかと思います。伊藤様、いかがでしょうか。 

伊藤 はい。「自ら被災されながら、専門職として混乱する現場で心を込めて支援を考え、

実行された原動力、一番の支えは何だったと今思われますか」という質問です。 

 最初のうちは社協職員としてやらなければならない、自分も住んでいる家が流されて後

片づけもしなければいけないしというところがありました。やはり最初のうちは社協職員

として動かなければならないという気持ちがありましたけれども、住民さんに「あなたた

ちは被災していないのでしょう」と聞かれたときに、「いや、私も被災しました」という

と心が通じ合うといったところもあって、「みんなで頑張りましょうね」といったことを

言えるような感じがあったし、本当に山田町の人たちは祭りが大好きで、海に入って暴れ

るみこしがあって、そういう祭りが好きだという団結力というか、そういうものが自分の

中にもあったのではないかと思います。 

大島（巌） ありがとうございます。当事者として、ピアとしての関わりですね。助け

合いといいますか、ピアの相互支援という感情があったということですね。ありがとうご

ざいました。 

 そろそろ締めたいと思いますが、一つだけ気になっていたことがあったので質問させて

いただいてよろしいでしょうか。丹波さんにお願いいたします。複線型復興ということの

中に、一つ重要な要素として「住まいの問題」があると思います。住まいのあり方、住ま

いの形態によって複線型の支援が提供されることが一般的かと思います。そのように考え

ると、被災を受けた地域の中に暮らし続けて支援を受ける場合は良いのですが、「移住」

であるとか「避難継続」である場合は、被災者は別の地域で暮らしているわけです。その

ような場合に、別地域で暮らす人たちへの支援のあり方がとわれて来ますね。そのシステ

ムをどのようにしたらいいでしょうか。複線型の復興を考えるときにとても重要な一つの

要素だと思いますが、いかがでしょうか。手短にお願いできればと思います。 

丹波 原子力災害に関しては、原発避難者特例法という法律によって、大体の方は住民

票を移していませんけれども、他の地域で生活していたとしても他の地域で生活している

人たちに対して必要な行政サービスを、例えば保育園に通う、学校に通う、介護サービス

を受けるということも、そこに住んでいる地域の住民と同じように受けられるようにしよ

うという法律を原発避難者特例法として作りましたが、今回の能登もそうですけれども、
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広域避難は原子力災害でなくても起こり得るということを考えると、日本はつくづく住民

票主義というか、住民票を置いている人々に対して行政サービスをすることを前提にする

ような社会システムになっているということをもう1回改める必要があるかと思います。 

 生活保護の現在地主義のように、そこにいる当事者である方々の生活ニーズにきちんと

応えるような仕組みをどう作るかということが大事ではないかと思います。3分で話そう

と思うとこのくらいになってしまいます。 

大島（巌） ありがとうございます。これだけ大規模災害が多く発生する日本ですので、

それは基本的な法律の中に位置づけておくということが必要な時期になっているのかもし

れませんね。ありがとうございました。 

 それでは、秋元さん、最後にまとめをよろしくお願いいたします。 

秋元 今日のお話を聞いていて私が改めて感じたことは、生活を再建するといったとき

に、何か特別なことというよりも、自分たちがふだん生活することの延長線の問題として

どこまで考えることができるかということも必要な視点だろうと思いました。 

 緊急の対応というものは、それはそれとして必要ですけれども、その後の話というのは

あくまでも日常の生活の延長線にどれだけ引きつけて問題を考えていけるかということ、

今日のお話を聞いていて、そのことが一番重要だったのではないかというのが私自身の個

人的なまとめです。 

 お一方ずつ、1分くらいしか余裕がありませんけれども、今日一番言いたかったことが

もしあれば一言ずつお願いできますか。感想でも構いません。 

大島（隆代） 今日はありがとうございました。私も改めてソーシャルワークというも

のをもう1回見詰め直して、今お話があったように、災害支援というものは日常と非日常

を私たちがどのように折り合いをつけていくかという中にあるというところを考えていこ

うと思いました。もちろん災害は起きないほうがいいのですが、現在は、一人一人が考え

ていくような時期に来ていると、そしてその中で体制や法を整えていく、その運用を考え

ていくというところも必要になってくると思いました。ありがとうございました。 

武田 本日はありがとうございました。言いたいことはたくさんありますが、一つだけ

ということであれば、ぜひ今日会場に来ておられる方たちに、DWATというものが専門職チ

ームとしてあるということをまず知っていただきたいということと、先ほどの質問の中で、

私の地域で私にできることというお話がありました。そういう意味ではDWATだけではなく

専門職チームが災害に備えて準備をしていますし、必ず駆けつけますので、その専門職チ
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ームを上手に使って御自身の地域を守っていただきたいし、要配慮者の方たちのことを少

し手当てしていただければと思います。 

 もちろん災害は起きないほうがいいですけれども、いざというときにはみんなで力を合

わせられたらと思います。本日はどうもありがとうございました。 

伊藤 相談員にならなければ同じ沿岸部などの生活支援相談員の人たちと出会えること

もなかったし、研修や相談員の心のケアにも携わってくださった先生方にもお会いするこ

とができなかったので、生活支援相談員としてやってこられて皆様にもお会いすることが

できたのでよかったと思っております。今日は本当にありがとうございました。 

丹波 今日は本当にありがとうございました。複線型復興という提起をさせていただい

たことを受けとめて、パネリストの皆さんにいろいろな形で御示唆をいただいて、私自身

も学ばせていただきました。個人的には、伊藤さんが最初は緊張されていたのが段々と岩

手弁に戻ってきて、すごくよかったと思っております。 

 この問題は、先ほど秋元先生が言われたように、日常をどう取り戻していくかというこ

とと、日常をきちんともう少し見詰めていくということが大事なので、そういう意味では

災害時に特別な対応をとっていくということもさることながら、平時という言い方がいい

かどうかはわかりませんけれども、そういったときに私たちが考えることはすごく大きい

と改めて思わされたので、今後も研究に邁進していきたいと思っています。今日はありが

とうございました。 

大島（巌） 本日のテーマは、複線型復興の可能性ということでしたが、今日のお話の

中で、その仕立てがずいぶん具体的に見えてきたように思います。DWATは初期の時期が大

切で、どう次につないでいくのか、その後に生活支援相談員がどういう役割を果たすのか、

そこで可能であれば災害ソーシャルワークであるとかケースマネジメントの役割を果たせ

るような人材になっていただくといったことが必要なのかもしれません。 

 何より被災地のみならず、国民全体が「我がこと」として災害ソーシャルワークの問題

に取り組んでいくといった仕組みを、今後複線型復興の考え方のもとで、きちんと作って

いくということが今後の重要な課題かと思いました。 

 複線型復興というのはとても魅力的な言葉ですけれども、それに対してそれぞれの立場

から今日は大変深い意見交換ができたかと思います。ご登壇いただいた皆さん方、とても

我々の発想をインスパイア・刺激するようなご発言をたくさんいただきました。どうもあ

りがとうございました。盛大な拍手をお願いいたします。 
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 以上をもちましてこのシンポジウムを終了させていただきます。ありがとうございまし

た。 
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『大規模災害とソーシャルワーク - 複線型復興の可能性』 
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ＳＯＭＰＯ福祉財団賞シンポジウム 

 
大大規規模模災災害害ととソソーーシシャャルルワワーークク――複複線線型型復復興興のの可可能能性性 

 

 

シンポジウムの趣旨とねらい 

災害がいつ、どこで起きてもおかしくない日本において、いま被災地の復興のあり方が

注目されています。困難を抱えた人びとへの支援を役割とする社会福祉が、被災によるさ

まざまな生活困難に直面する人々への支援と被災地の復興のための取り組みに積極的にか

かわっていくことが求められるのは言うまでもありません。 

災害にかかわる生活問題は、対象者別・分野別の対応という枠組みとは根本的に異なる、

まさに普遍的・総合的な対応が求められる問題です。他方で、社会福祉の場合、貧困問題

とか、子どもの虐待問題、あるいは介護の問題など、いずれにせよ何か一般的ではない特

別の問題や必要の存在が想定されていることが通例です。そしてそのことが、結果として

社会福祉の制度が対象者別・分野別の制度として運用されることにつながり、本来、普遍

的（ユニバーサル）な広がりのある制度であるはずの社会福祉が、そうなり得ていない背

景的要因ともなっています。社会福祉が、災害にかかわる生活問題に取り組んでいくこと

は、本来、普遍的な広がりを有するはずの社会福祉にとっても意味のあることだと思われ

ます。 

被災者支援と災害復興においては、いま現在かかえている平常時とは異なる特別な問題

への対応だけではなく、長期的な展望に基づいてより安全で快適な新しい生活の場を創出

することを目指す、より普遍的・総合的な観点からの対応も求められています。被災地に

長期的な展望に基づいた新たな生活の場を創っていくには何が求められているか。シンポ

ジウムでは「複線型復興」をキーワードにしてこの問題を考えていきたいと思います。  
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『大規模災害とソーシャルワーク

 ー 複線型復興の可能性』

～災害派遣福祉チーム（DWAT）の取り組み～

京都DWAT特別アドバイザー
武田康晴（華頂短期大学）

シンポジウム

災害派遣福祉チーム（DWAT：Disaster Welfare Assistance Team）は、東日本大震

災を契機に組織された社会福祉領域の専門職チームで、高齢者施設の相談員や

介護職員、ケアマネジャー、保育者、障害者施設の支援員等で構成される。活動

内容は、厚労省のガイドライン（社援発0531第1号）にもある通り、主として一般避

難所で生活する高齢者、障害者、子ども、傷病者等の災害時要配慮者について、

生活ニーズの把握と相談支援、生活環境の整備、また各種専門職チームや社会

資源と被災者をつなぐ調整など生活支援を行うことである。

「福祉チーム」というと「介護をする人」と間違われることも多いが、それは施設間・

種別間応援や介護福祉士会による支援等の範疇で、DWATは、避難所生活の中で

新たな要介護・要支援者を生まない、つまり二次被害、その先にある災害関連死を

防ぐことを主な任務とする。本報告では、DWATの活動を適宜紹介しながら、災害時

のソーシャルワークについて、そして複線型復興との接点について考えていきたい。

はじめに
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厚生労働省のガイドライン（「災害時の福祉支援体制の整備に向けたガイドライン、

H30.5.31.）によれば、「…指定避難所のうち、福祉避難所を除く一般的な避難所（以
下、一般避難所）に避難する高齢者や障害者、子どものほか、傷病者等といった地

域における災害時要配慮者の福祉ニーズに的確に対応し…」とした上で、「…都道府
県は、一般避難所での災害時要配慮者に対する福祉支援を行う災害派遣福祉チー

ムを編成するとともに、一般避難所へこれを派遣すること等により、必要な支援体制

を確保することを目的として、都道府県、社会福祉協議会や社会福祉施設等関係

団体などの官民協働による福祉支援ネットワークを構築する」としている。

１．災害派遣福祉チームは、一般避難所に派遣される。（活動場所）

２．高齢者、障害者、子ども、傷病者等の災害時要配慮者…。（対象）

３．災害時要配慮者の福祉ニーズに対する支援を担う。（活動内容）

４．府県、社協、福祉関係団体が協働でネットワークを構築…。（構成）

災害派遣福祉チームとは

※前出、厚労省ガイドライン

１．福祉避難所等への誘導

２．災害時要配慮者へのアセスメント

３．日常生活支援

４．相談支援

５．一般避難所内の環境整備

６．本部、都道府県との連絡調整と状況報告

７．後続チームへの引継ぎ

８．被災市区町村や避難所管理者との連携

９．他職種との連携

10．被災地域の社会福祉施設等との連携

（原則）一般避難所で、これらの活動を展開する

ケアワークが主たる任務ではない

災害派遣福祉チームの活動内容（参考）
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・2011年、東日本大震災、岩手県の福祉関係者が内陸部から沿岸部への支援を
実施。 ⇒災害派遣福祉チームの組成へと向かう。

・2016年4月、熊本地震、熊本県・岩手県・京都府のDWATが熊本県益城町で活動。

・・・保健師チームとの連携は常時でなく単発的にとどまる。

・2016年8月、台風10号災害、岩手県岩泉町において、ヘリによる要配慮者の輸送
に際してスクリーニングを実施。 ・・・保健師と協働で実施する。

・2018年5月、厚労省が「災害時の福祉支援体制の整備に向けたガイドライン」を発
出。 ・・・DWATの活動内容（一般避難所での生活支援等）を明文化する。

・2018年7月、西日本豪雨災害、岡山県ほか５府県のDWATが倉敷市で活動。

・・・日赤・保健師と発災４日目（DWAT活動初日）より連携して支援を開始する。

・2022年の厚労省通知により保健医療福祉調整本部に改訂、登録Progの標準化

・2022年、災害福祉支援ネットワーク中央センター（全社協、全国事務局）が発足。

・2024年1月、能登半島地震、1月6日より中央センター先遣隊が現地入りし、1.5次
避難所（金沢）、七尾・志賀、輪島等で活動。  ・・・保健/医療との連携が前提

災害派遣福祉チームDWATの活動経過（他職種連携含む）

支援ニーズの変化 ※富士通総研・名取氏の資料

復興に向けた
社会的な支援のニーズ

状況に応じた
即応的な支援のニーズ

１１週週間間

当当 日日局地災害

１１ヶヶ月月

３３日日間間

３３ヶヶ月月

１１ヶヶ月月

状状況況にに応応じじてて

２２年年

復興期
復興期

生活再建仮住まい

復旧期
復旧期

広域災害

発発災災直直後後

復旧期
応急期

緊急期

要要配配慮慮者者のの状状態態

復興期復旧期

仮住まい
導入支援

応急期緊急期

再建支援定着支援

安否確認・避難拠点に移動

避難生活導入
支援

避難行動支援 避難生活
継続支援

仮住まい
生活支援

避難状態避難行動

時間
経過

災
害
発
生

外部支援の投入開始
外部支援を持続的に投入

外部支援は段階的に撤退・被災地の自立を妨げない

二次被害の防止に注力 地域の実情に応じての自立
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能登半島地震における地域別の活動内容について

次避難所
（１月８日～ 月 日）
＜福祉避難所的活動＞
・多数チーム同時活動
・入退所が流動的
・他支援チームとの調整

七尾市（１月 日～ 月 日）
＜主に常駐型の避難所支援＞
・行政と連携した対応
・地域リーダーを中心とした活動

志賀町（１月 日～３月 日）
＜主に常駐型の避難所支援＞
・行政との関わり方
・地域リーダー業務の引継ぎ

輪島市（ 月 日～ 月 日）
＜主に巡回型の避難所支援＞
・指定避難所の要配慮者アセスメント
・被災者の生活の場が変わるフェーズ
における支援活動

穴水町（ 月 日～２月 日）
＜巡回型の避難所支援＞
・保健師と同行巡回（福祉ニーズ確認）
・被災高齢者等把握事業、被災者
見守り相談支援事業との関係性

珠洲市
（ 月 日～３月 日）
＜巡回型の避難所支援＞
・保健師と同行巡回
（福祉ニーズ確認）

中中央央セセンンタターー資資料料

次避難所における活動について

＜目的＞
被災地におけるライフラインの状況等から、自宅の復

旧や仮設住宅等への入居までの間の被災者の生活環境を
確保するため、 次避難所が金沢市以南に開設された。

次避難所は被災地の避難所等から、直接 次避難
所へのマッチングを早期に行うことが困難な状況であっ
たことから、 次避難先が決まるまでの間の一時的な避
難施設として開設された。
※要配慮者（高齢者、障害障害者、妊婦、未就学児等）

とその同伴者の移動を優先

＜活動期間＞１月８日～
ホテル等への二次避難、福祉施設
等への移動までの期間 期間限定）

＜活動場所＞いしかわ総合スポーツセンター
（メインアリーナ）※金沢市内 ←主に県内の

二次避難所

発災初期は主
に能登北部
市 町 の
被災者

を中心に受け
入れ

保 医 福等の支援を投入

中中央央セセンンタターー資資料料
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〇2013年（平成25年）の改正『災害対策基本法』では、「高齢者、障害者、乳幼児その

他の特に配慮を要する者」（第8条2項15号）としており、災害による被害を防ぐために

必要な対策を取らなければならないとしている。

〇前出の厚労省ガイドライン（社援発0531第1号）では、災害派遣福祉チームの対象と

する災害時要配慮者とは「一般避難所で生活する高齢者、障害者、子ども、傷病者

等」としている。

●後者の「傷病者」を除き、特に「現時点でケアの必要な人」だけを災害時要配慮者と

定義している訳ではない。※要介護・要支援状態にない人も災害時要配慮者

● DWATは、避難所生活の中で新たな要介護・要支援者を生まない、つまり二次被害、

その先にある災害関連死を防ぐことを主な任務とする。 （再掲）

※ちなみに京都DWATでは、これまでの派遣経験を踏まえ、地元の行政職員も含め「被

災した人すべてが要配慮者」と位置付けて活動している。

（もう一度）災害時用配慮者とは？

１．専門性による役割分担の必要性（多職種連携）

各専門職が役割分担することで、自らの専門性を充分に発揮することができる。

→保健師がトイレ掃除・ゴミの始末✕（岡山）、日赤が室内ハウスの整備✕（輪島）
２．専門性の特性によるアプローチの違い（医療・保健・福祉、常駐・巡回）

巡回では既にニーズのある要配慮者を確認、新たな生活ニーズは発見しにくい。

→ニーズのある要配慮者が自分から…医医→来る、保保→来ることある、福福→来ない
３．同一フェーズ（空間軸）の連携とフェーズ間（時間軸）の連携

フェーズが進むと医は引き、保は地域（全戸）に、避難所は福中心…のハズだが？
→協働の課題と引継ぎの課題、医から保・福そして地元へ、多様な社会資源活用
４．「被災地」から出た要配慮者の支援と今後の課題

1.5次避難所で「出た要配慮者」の支援、残った被災者や地域との分離がある。
→原子力災害（全員避難）との共通点と相違点、複線型復興の必要性・可能性
５．災害派遣福祉チームDWATとしての今後の課題
中央センター統括で全国DWATが動き、評価できる点と反省点、課題があった。
→全自治体のDWATが活動した、派遣マネジメントに課題もあった、事故や変調時
に自己完結できない脆弱性、DWATの本来任務の確認と共有など（検証の材料）

能登半島地震の支援活動から見えてきた課題
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本報告では、大規模災害とソーシャルワーク ー 複線型復興の可能性という大枠
で、能登半島地震における支援活動も含め、DWATの取り組みについて紹介してき
た。DWATは歴史も経験も浅く、また今回は中央センター が統括して全国から派遣
する初めてのケースであったため、社会福祉の専門職チームとして充分に責任を

果たせなかった部分も多いと考えられる。 今後の自己省察と検証が期待される。
本シンポジウムのテーマである「複線型復興」との接点については、DWATが緊急
期から応急期、復旧期に主に活動するチームであるため直接的に復興期に深く関

わることは少ない。ただし、復興には、災害時要配慮者を含む被災された住民の動

向、今回のケースで言えば1.5次避難所を経て社会福祉施設に移った避難者の今
後…というように、復興のスタートラインへ向かうプロセスや被災者の状況、何よりも
被災者自身の気持ちや意向が大きく影響する。災害時のソーシャルワークという観

点から、発災当初から一連の流れの中で検討していくことが必要であると考える。

最後に、復旧・復興についてお聞きした輪島市職員の言葉を紹介する。

「まだとても復興は考えられないが、過去を見て、同じものをもう一度作ることは難

しいと思う。市民と一緒に未来の輪島市を作っていきたい。それには、まず輪島市

に帰って来てくれるのか、ここでどう生活していくのか、市民の思いを知りたい。」

おわりに
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生活支援相談員活動報告
～避難所から災害公営住宅（再建含む）～

岩手県 山田町社会福祉協議会
生活支援相談員係⾧ 伊藤 美子

2024年7月28日
「第25回SOMPO福祉財団嘗」受賞記念講演会とシンポジウム

お話しの内容
「状況と課題」

 山田町の紹介

 発災の状況

 被害の状況と以後の様々な課題

 避難所の状況と課題

 仮設住宅入居の状況と課題

 生活支援相談員の活動と課題

 災害公営住宅建設の状況と課題

 自宅再建の状況と課題

1

2
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岩手県
山田町
令和6年5月1日現在

◆人 口:14,020人
（震災前19,270人）

◆高齢者人口:5,861人
◆高齢化率 :35.2％
◆地区構成 : 5地区

＝漁業の町＝
沖合では親潮と黒潮が交差す
る漁場。殻付きカキ、イカ、アワビ、
ウニ、ホタテ、ワカメ、サケなどの
魚貝類が豊富。湾の形成を活か
した養殖業も盛ん。水産加工業
が活性。

震災前の山田町

3

4
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震災後の山田町

東日本大震災発災

 日 時 平成２３年３月１１日（金）午後２時４６分
 震 源 地 宮城県北部三陸沖の震源
 震源の深さ ２４Km

 地震の規模 マグニチュード９.０
 山田町の震度 震度５強（推定）
 防災無線警報 午後２時４９分発表 「大津波警報３メートル以上」
 津波襲来 午後３時２２分
 火災発生 午後３時２５分頃

5

6
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7

大津波
（第一波）

第一波は防潮堤が持ち
堪えた

第二波が湾口（写真
の奥）から押し寄せてき
ているのが見える

8

大津波
（第二波）

防潮堤を乗り越え市街
地に波が押し寄せる

画面右上の丘に避難者
が確認できる

町内４地区市街地面積
４０７ヘクタールのうち、
約２０９ヘクタール
（約50％）浸水

7

8
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9

比 較
左:津波襲来後
右:津波襲来前

10

引き波
湾底が見えるほどの
巨量の引き波

引き波後、第三波、
四波と何度も繰り返す

9

10
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11

火 災
火災の原因は不明。町
内各地で発生し、 ３
日間大規模延焼。林野
まで及び、消防・消防団
等の必死の消火活動。

＝火災で焼失したエリア＝
山田町役場前
約６ヘクタール
山田駅前

約１０ヘクタール

12

翌 朝
波は完全に引き、道の
いたるところに漂流物が
山積。

他地区では延焼中。

11

12
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浸水被害

人的被害
平成30年11月13日

山田町資料

13

14
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家屋被害
平成30年11月13日

山田町資料

ライフライン等の被害状況と復旧

 電 気 町内全域停電 最終復旧 平成23年5月1日

 水 道 豊間根地区、船越地区（大浦）を除き通水不能 最終復旧 平成23年5月23日

 下水道 町内全域処理停止 最終復旧 平成23年5月1日

 通 信 固定電話、携帯電話すべて通信不能 最終復旧 平成23年4月30日

 鉄 道 町内２駅被災、線路は津波で流失

振替輸送 平成23年4月20日～（岩手県北バス）

鉄道路線は現在も不通（JR→三陸鉄道へ）

 道 路 津波が及んだ沿岸国道は寸断または不通 凡そ復旧 平成23年4月14日

15

16
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必要品・不足品

●燃料（ガソリン、軽油、LPガス、灯油等） ●発電機 ●薬（処方薬等）

●ティッシュペーパーやアルコールティッシュ等の消耗品

●明かり（ロウソク等） ●暖房器具（反射式ストーブ、毛布等）

●女性用品（生理用品等） ●乳児用品（オムツ、粉ミルク、哺乳瓶等）

●食料 ●水 ●通信機器（無線、衛星電話等） ●衣服 ●介護用品 など多数

避難所
状況
平成23年4月25日
山田町役場資料

避難所設置数
町内５地区31箇所

避難所設置属性
学校、公民館、民家、
寺院等

避難者総数 2,880人
山田640人/大沢308人
織笠657人/船越325人
豊間根/950人

17

18
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応急仮設
住 宅

入居開始
平成23年6月

当初仮設住宅戸数
1,940戸

当初入居世帯数
1,912世帯

当初仮設団地数
46団地

すべての仮設住宅は
令和2年度内に撤去

応急仮設住宅
建設の状況

平成23年当時

19

20
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仮設住宅
入居期間中の
心身等状況

の課題

1. 体調の不良
要介護状態（認知症等）

精神疾患（高齢者に限らず、全世代）

アルコール依存症（男性高齢者の割合が多い）

2. 自死

3. 近隣関係の悪化
認知症状に関するトラブル、派閥、ゴミ処理、

本音をいえない上辺の関係等

3. 将来への不安
周辺で退去者が増え、不安が大きくなっていく

4. 仮設住宅の老朽化の不安
各仮設団地に補修工事導入

※⾧期化するにつれて課題が変化、複雑化してくる

生活支援相談員の活動と課題
生活支援相談員の役割と活動内容 個別支援と地域支援の取組み

21

22
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個別訪問
令和6年5月実績データ

災害公営住宅
176世帯

修繕・再建宅
40世帯

移住・再建宅
76世帯

住宅等被災無
71世帯

合計
363世帯

訪問は2人体制で実施
トレードカラー「オレンジ」

サロン活動
「よりあいっこ」
仮設住宅・災害公営住宅・
地域で開催

仮設住宅集会所・談話室
等24ヶ所（集会拠点がな
い所は訪問サロン）

仮設住宅以外の地域20ヶ
所は住民宅をお借りし開催

交流や孤立防止、コミュニティ
づくりを目的とした会

生活支援相談員はこの会
で「ニーズ把握」も実施

＝内容＝
●軽体操 ●レクリエーション ●お茶のみ ●小物作り ●合唱等

※現在は住民による自主的活動へ移行済

23

24
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イベント活動
「料理アカデミー」
仮設住宅入居男性を対象
（男性の外にでる機会づくり）

株式会社味の素コミュニケー
ションズ様のご協力で平成
24年から実施中
（現在はコロナ禍により中断）

集会所に集まりにくい男性が
集会所でお料理昼食会

株式会社味の素様の可動
式キッチンを使用

女性対象アカデミーも町内公
共施設で実施
（平成29年度まで）

●お父さん方の生きがいになった
「仮設住宅を出る前に、団地内のひとにつくってくわせてぇがな～」
この声により、男性入居者主体のお振舞いが実施された。

これまでの活動
で考える課題

1. 災害復興公営住宅に引越しされた方と地域住民とのコ

ミュニティ作り支援方法（新たな人間関係）

2. 仮設住宅に最後まで残る方（特に高齢者）の心のケア

（傾聴）

3. 仮設住宅生活の⾧期化による身体機能の低下、精神不

安定状態、認知症状の加速化などの対策

4. サロン活動やイベント等、住民の自立への促し

5. 体調不良による緊急搬送（特に独居高齢者・高齢者世
帯）や孤独死の早期発見等には住民同志のつながりが

不可欠と考えられる

6. 自治形成の伴走支援の在り方と自立のタイミングが今

後の課題

25

26
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災害公営住宅建設・入居の状況、課題
災害公営住宅建設状況、入居状況、生活の様子
３度目のコミュニティ再構築、集会所利用の課題

災害公営住宅 写真:山田地区 山田中央団地 平成28年12月入居開始

27

28
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災害公営住宅
コミュニティ
形成支援活動

豊間根地区災害公営住宅交流会
（平成26年10月）

災害公営住宅
コミュニティ
形成支援活動

柳沢地区災害公営住宅交流会
（平成28年7月）

29

30
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災害公営住宅
コミュニティ
形成支援活動

大沢地区災害公営住宅
（H28.7月～）

↓ベンチの設置
↓お茶会の実施
↓顔合わせ会
↓団地会設立準備
↓住民向け研修
↓

※当初からの協力関係機関 山田町、岩手県、CLC、岩手県建築住宅センター、岩手大学

災害公営住宅
コミュニティ
形成支援活動

自治会設立運営支援
（令和元年4月～）

自治会設立のサポート
自治会運営「役員会」の
サポート
自治会行事のサポート

これらを通じて
コミュニティの形成を支援

31
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災害公営住宅
コミュニティ
形成支援活動

地域見守り支援拠点
ひなたぼっこ・とよまね
（令和2年4月～）

地域見守り支援拠点
ひなたぼっこ・おおさわ
（令和2年7月～）

災害公営住宅集会所に社協
職員が常駐

相談支援、コミュニティ形
成支援を実施

※山田地区には震災前より設置済

災害公営住宅
入居者の
生活の様子

状況
課題

1. 不慣れな団地生活
自治、共益費、マナー、近隣関係等

2. 入居率が100％でない様々な理由
立地、利便性、家族・親類関係、保証人の課題、生活困窮、入所、死去等

3. 集会所利用の課題
利用光熱費は入居者共益費に反映備品の整備

4. 自治組織化の遅滞
自治会の馴染みがない地域性、リーダー役の辛さ、成り手がいない、

無関心世帯

⇒設立支援が定着化し、現在は伴走支援

5. 孤立化

近隣関係や噂話しによる孤立化、近隣関係づくりの余力

6. 体調を崩す方
バーンアウト傾向

33
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自宅再建の状況と課題
自宅再建の状況

自宅再建
（集団移転）
各地区高台移転地の完成に
伴い自宅再建が進む

整備区画
織笠地区 148区画
船越地区 156区画
大沢地区 136区画
山田地区 104区画

計544区画

集まる拠点の課題あり

近隣との人間関係づくりの方法

生活支援相談員は主に高齢
世帯を中心に訪問中。

織笠地区高台移転地

35

36

4388



19

支援専門者の継続
的な雇用の確保

３度目のコミュニ
ティ再構築支援

 仮設住宅入居者支援

・仮設住宅がすべてなくなるまで、継続的な寄り添い支援が必要

・仮設住宅の統廃合に伴う新たな人間関係づくり支援や見守り

 災害公営住宅入居者支援

・田舎で余り馴染まない「高層団地」のコミュニティづくり支援

・一人暮らし高齢者の見守り（仮設住宅以上の孤立化の懸念）

 自宅再建者支援

・必要性の高い要支援世帯の見守り体制の充実

・再建地でのコミュニティづくり

 内陸避難者支援

・内陸避難者の支援中の団体との連携強化

・帰還世帯（者）の支援引継ぎのスムーズ化とその後の支援

・内陸避難者交流

参考・引用

 山田町ホームページ「住まいの復興工程表」
URL: https://www.town.yamada.iwate.jp/docs/194.html

 山田町震災復興事業ホームページ
URL : http://yamada-cmjv.jp/

 山田町情報提供資料第152報（最終版）
「東日本大震災大津波の被災状況について」

 山田町役場資料
「3.11東日本大震災 山田町被害概要」

 岩手県ホームページ「災害公営住宅について」
URL : http://www.pref.iwate.jp/kenchiku/saigai/kouei/index.html

37
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ご静聴ありがとうございました
多くの方々に元気と勇気をいただきました。本当にありがとうございます

山田地区中心街
復興道路「三陸道」から撮影

39
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審査講評 

                              ＳＯＭＰＯ福祉財団賞 

                             審査委員長 秋元 美世 

《審査経過》 
2023 年度の「SOMPO 福祉財団賞」は、（⼀社）⽇本社会福祉学会会員及び社会福祉関係学会

役員、（⼀社）⽇本ソーシャルワーク教育学校連盟加盟校の社会福祉教育課程の⻑、その他の指
定推薦者から 29 件 26 編の推薦を受けた。候補として推薦された著書は、2022 年 4 ⽉から 2023
年 3 ⽉末⽇までに公刊されたもので、社会福祉を主なテーマとして論述したものである。これら
の著書について、計 3 回＜2023 年 9 ⽉ 6 ⽇（⽔）、2023 年 10 ⽉ 10 ⽇（⽕）、2023 年 12 ⽉ 12
⽇（⽕）＞の審査委員会が開催された。 

 
第 1 次審査では、推薦図書について、「社会福祉分野の研究振興・⼈材育成のため、将来が期

待される若⼿・中堅の研究者」に対する表彰事業としての本賞の趣旨を踏まえ、実践記録やテキ
スト、共著・編著による⽂献などを除外するなど、審査に関する整理の視点から選考を⾏い、第
2 次審査の対象⽂献として 9 編の⽂献を選定した。 

 
第 2 次審査では、審査対象になった 9 編の著書に対して、それぞれ 2 名の審査委員が精読し、

5 段階評価と各⾃の書評を事前に書⾯にて提出した。その上で、審査委員会では、各書評を基に
審査を進めた。その結果、最終の第 3 次審査の対象⽂献として、丹波史紀『原⼦⼒災害からの複
線型復興−被災者の⽣活再建への道』、井川裕覚『近代⽇本の仏教と福祉−公共性と社会倫理の
視点から』、⽊原活信『ジョージ・ミュラーとキリスト教社会福祉の源泉−「天助」の思想と⽇
本への影響』の 3 編が選考された。 

 
第 3 次最終審査では、対象となった 3 ⽂献を審査委員全員が精読した上で、5 段階評価と書評

を書⾯で提出し、それらの結果等を踏まえた上で各委員が慎重に意⾒を交換し、厳正な審査を⾏
った。その結果、丹波⽒の『原⼦⼒災害からの複線型復興−被災者の⽣活再建への道』を、2023
年度の SOMPO 福祉財団賞として理事会に推薦すること、また 2023 年度の奨励賞として井川
⽒の『近代⽇本の仏教と福祉−公共性と社会倫理の視点から』を理事会に推薦することがふさわ
しいと、委員全員が承認した。 
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SOMPO福祉財団賞 
《選定理由》 
著書 
『原子力災害からの複線型復興－被災者の生活再建への道』 

(株式会社社明石書店 2023年 3月発行) 

著者 丹波 史紀氏 

(所属 立命館大学産業社会学部教授) 

《選定理由》 
困った人や人びとへの対応ということが社会福祉の役割であるが、「困った」ということの背景

には、通例、貧困問題とか、こどもの虐待問題とか、孤独の問題、介護の問題など、いずれにせよ
何か一般的ではない特別の問題や必要の存在が前提とされている。その結果、社会福祉の制度が対
象者別・分野別の制度として運用されることになり、本来、ユニバーサルな広がりのある制度であ
るはずの社会福祉制度が、そうなり得ない背景的要因ともなっている。これに対して、災害にかか
わる生活問題は、災害が発生した地域という限定がつくが、少なくともその地域に生活するすべて
の人に普遍的に関わりのある問題である。また災害というリスクは、明らかに日本全国何処の地域
で起きても不思議ではないものでもある。そうした意味で、本書は、「広がりのある」社会福祉学
研究の必要性や意義をあらためて提示し、その方向性のひとつのあり方を示しているように思う。
震災における生活再建の問題を取り扱うことが、社会福祉学にとってどのような意義があるのかを
あらためて提示した今日的にも意味のある研究である。 

 
【本書の要旨】 
本書は序章と終章を含め全7章で構成されている。序章では「原子力災害」を主に対象にし、被

災者の生活再建を図る方法論として、「複線型復興論」を提起する上での研究上の背景、目的、方
法、研究の独創性について述べられている。 
第1章では、国内外の災害研究に関する先行研究を踏まえ、災害時における被災者の生活再建に

関する議論の変遷を整理している。日本では古くから災害は社会的災厄の一つであり、貧困や生活
困難を生み出す社会変動の一つであった。その具体例として、江戸時代の施与、明治期の罹災救助
基金法などを取り上げ、災害は社会政策の主たる関心ごとであったとした。また、関東大震災被災
時の復興事業は、インフラ整備を中心としたハード事業であり、被災者の生活再建は周辺部に追い
やられてきたと指摘する。阪神・淡路大震災の被災経験に端を発し、東日本大震災によって、被災
者の生活再建上の課題や支援の在り方などについて、さらなる検討の必要性が叫ばれるようになっ
た。また、「復興感」といった被災者の主観的評価から災害を捉えようとする研究も始まったとい
う。このような国内外の災害研究の進展を概観し、社会福祉学および社会政策学の研究上の位置づ
けについて明らかにした。 
第2章では、東日本大震災およびその後の原子力災害の発生と被害の経緯、その中での福祉課題

について論じている。東日本大震災では、地震や津波などによる自然災害の被災地域だけでなく、
原子力発電所事故に伴い、医療・福祉施設の入所者・利用者も広域避難させざるを得ず、多くの住
民が広範囲にわたり避難を余儀なくされた。こうした医療や福祉の支援を必要とする被災者にとっ
ての諸課題を浮き彫りにした。さらに、被災による転居によって失われた、社会関係といった二次
的被害などについても具体例を示しながら論じている。 
第3章では、災害によって避難生活を余儀なくされた住民の生活再建上の課題を明らかにするた
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めに実施した、4 つの被災者へ定量的な調査結果と考察を記述している。4 つの調査を通じ、⾃然
災害と原⼦⼒災害における⽣活再建上の課題の共通点、相違点を明らかにした。 

第 4 章は、原⼦⼒災害によって⾃治体ごと機能移転を余儀なくされた被災⾃治体の避難実態を⽰
した上で、「まちの復興」だけでなく「ひとの復興」を⽬指す計画を策定し、被災地の復興計画に
「複線型復興モデル」への転換となりうる兆しが現れたことを⽰した。また、被災⾃治体における
住⺠意向調査の結果や被災地における復興事業を検証し、ハード中⼼のインフラ整備にとどまる
「単線型復興モデル」への揺り戻しがあることも明らかにした。 

第 5 章では、序章から第 4 章までの内容を踏まえ、災害時における被災者の⽣活再建を「複線型
復興」とするモデル形成について、国内外の議論成果も踏まえながら検証した。災害時被災者⽀援
の国際的指針である「国内避難⺠」（IDPs）に関する国連の指導原則をとりあげ、被災者の⽣活再
建は帰還だけではなく、多様で複線的なものでなければならないことを⽰した。こうした「複線型
復興モデル」は原⼦⼒災害にとどまらず、多様なリスクに対応する汎⽤性があり、災害などの特別
対策から、平時の⼀般対策を改善・向上させていく「回路」について述べられている。また、災害
時におけるすべての被災者の⽣活再建を視野に⼊れ、社会困難を抱える被災者への実践的⽀援枠組
みの構築が必要であるとし、その具体化のため、「災害ケースマネジメント」のどのような点が活
⽤できるかを⽰した。 

最後に終章では、これまでの議論を通じて明らかにした今後の社会福祉学および社会政策学の課
題を踏まえ、提⾔を⾏っている。 

  
【審査委員会における評価】 
本書の審査過程において以下の点が評価された。 
第⼀に、著者⾃⾝が被災地に現地⼊りし、実際に⽀援を⾏ってきた背景を持つため、きわめて実

証的かつ奥⾏きのある研究となっている。特に、実際の被災者に対して⾏われた 2 回にわたる実態
調査を基にした実証的研究は、原発事故という甚⼤な被害の実態を後世に伝え、今後の⽀援の継続
と災害時の対策を考えさせる資料的価値のある研究である。 

第⼆に、「複線型復興」構想の内容を具体化しつつ特別対策から⼀般施策への移⾏の回路につい
て検討を⾏っている。「被災者の⽣活再建の視点から復興を考える」という、明確な主張に裏付け
られた意義のある研究である。 

第三に、社会福祉の視点から専⾨職の役割を明⽰し、「災害ケースマネジメント」を提唱してい
る点も審査委員会で⾼い評価を得た。 

 
 以上のような評価の⼀⽅で、いくつかの問題点も指摘された。 
 第⼀に、原⼦⼒災害における⽣活再建では、事業者と政府の責任と補償の問題が関連してくる

ことが想像できるが、そこに対する検討・考察が薄い。 
第⼆に、本書における「複線型復興モデル」の具体的な取り組みがどのようなものなのか、具体

的に⼗分な形で明⽰できていない点で不満が残る。 
第三に、本書で提唱されている「災害ケースマネジメント」が、どのような仕組みのものなのか、

またどのように運営されるのかなどについてさらにまとまった議論が欲しい。 
  
  

【結論】 
以上、いくつかの課題も指摘されたが、本書がこのような優れた⽔準の内容でまとめあげられ
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たことは、⾼く評価されるべきであり、著者の今後の研究活動やその深化が期待される。よって
審査委員会として、本書が「2023 年度 SOMPO 福祉財団賞」に相応しい著書であると判断し、
推薦することを報告する。 
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